
李
壇
の
乱
後
の
漢
人
軍
閥

一
済
南
張
氏
の
事
例
－
1

堤

一

昭

李斑の心後の漢人軍閥（堤）

【
要
約
】
　
西
暦
＝
一
六
二
年
、
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
に
ク
ビ
ラ
イ
政
権
が
出
現
し
た
直
後
に
お
こ
っ
た
李
壇
の
乱
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
そ
れ
な
り
に
、
政

治
的
意
義
が
重
視
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
を
契
機
に
漢
人
軍
閥
が
廃
止
さ
れ
、
彼
ら
に
よ
る
間
接
支
配
で
あ
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
の
中
国
統
治
が
、
中
国
的
な
中

央
集
権
に
転
換
す
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
は
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
ほ
ど
事
実
は
単
純
で
な
く
、
根
本
か
ら
の
見
直
し
が
必
要
で
あ

る
。
本
稿
で
は
、
済
南
張
氏
の
事
例
を
通
し
て
、
こ
の
反
乱
後
に
漢
人
軍
閥
が
本
当
に
ど
う
な
っ
た
の
か
、
ク
ビ
ラ
イ
政
権
の
中
国
統
治
体
制
は
変
化
し

た
の
か
ど
う
か
を
集
中
検
証
し
た
。
統
治
体
制
の
変
化
は
認
め
ら
れ
る
一
方
で
、
済
南
に
権
益
を
持
つ
カ
チ
ウ
ソ
王
家
と
の
、
張
氏
の
モ
ン
ゴ
ル
帰
順
以

来
の
関
係
は
実
は
変
化
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
注
鼠
す
べ
き
こ
と
に
、
張
氏
の
「
モ
ン
ゴ
ル
化
」
や
南
宋
併
合
以
後
の
モ
ン
ゴ
ル
政
権
の
モ
ン
ゴ
リ
ア
、

華
北
、
江
南
に
ま
た
が
る
支
配
構
造
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
ク
ビ
ラ
イ
政
権
は
中
央
集
権
化
の
一
方
で
、
華
北
、
江
南
に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
諸
王
の

権
益
を
維
持
、
拡
大
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
ク
ビ
ラ
イ
政
権
の
中
国
支
配
は
、
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
以
来
の
モ
ン
ゴ
ル
の
一
族
分
封
の
原
理
に
基
づ
く

部
分
と
申
華
的
集
権
国
家
と
い
う
二
重
の
構
造
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
ク
ビ
ラ
イ
政
権
は
こ
の
新
し
い
形
態
の
国
家
を
作
り
上
げ
た
点
で
、
モ
ン
ゴ

ル
帝
国
史
の
中
で
　
特
立
を
画
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
七
八
巻
六
号
　
［
九
九
五
年
一
一
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

は
　
じ
　
め
　
に

西
暦
一
二
六
二
年
二
月
（
中
統
三
年
）
、
山
東
の
要
地
、
益
都
の
大
軍
閥
李
壇
が
南
宋
と
通
じ
て
、
ク
ビ
ラ
イ
・
カ
ア
ン
に
反
乱
を
起
こ
し
た
。

ク
ビ
ラ
イ
政
権
が
成
立
し
て
三
年
目
、
ア
リ
ク
ブ
ケ
と
の
帝
位
継
承
戦
争
は
ま
だ
決
着
が
っ
か
ず
、
華
北
に
拡
大
す
れ
ば
政
権
の
危
機
と
な
る
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可
能
性
も
あ
っ
た
。
雛
壇
に
呼
応
す
る
勢
力
は
出
ず
、
南
宋
の
夏
貴
ら
の
北
伐
も
失
敗
し
て
、
わ
ず
か
半
年
後
に
李
贋
は
敗
死
し
、
乱
そ
の
も

の
は
終
結
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
こ
の
反
乱
に
注
目
さ
れ
た
の
が
、
愛
宕
松
男
氏
で
あ
る
。
氏
は
、
華
墨
華
北
の
漢
人
軍
閥
の
出
現
を
考
察
さ
れ
、
さ
ら
に
骨
導
の
乱
の
政
治

的
意
義
を
次
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
乱
の
後
、
一
年
有
余
に
し
て
、
ク
ビ
ラ
イ
に
よ
り
他
の
漢
人
軍
閥
も
廃
止
さ
れ
、
州
県
制
が
導
入

さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
従
来
は
漢
人
軍
閥
に
よ
る
間
接
支
配
で
あ
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
の
中
国
統
治
が
、
中
央
集
権
に
転
換
す
る
の
で
あ
る
。
漢

人
軍
閥
は
軍
民
官
耳
蝉
の
特
権
を
奪
わ
れ
、
軍
官
か
民
官
か
の
選
択
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
単
な
る
軍
隊
の
指
揮
官
や
一
介
の
官
吏
と
な
る
。
こ

の
後
、
彼
ら
は
朝
廷
と
の
譜
代
関
係
を
唯
一
の
基
礎
と
す
る
官
僚
貴
族
と
し
て
存
続
す
る
。
モ
ン
ゴ
ル
治
下
の
漢
地
の
封
建
勢
力
は
完
全
に
払

拭
さ
れ
た
の
で
あ
る
、
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
愛
宕
氏
の
研
究
に
触
発
さ
れ
て
、
漢
人
軍
閥
に
関
す
る
数
多
く
の
研
究
が
発
表
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
、
そ
れ
ら
は
金
末
か
ら
ク
ビ
ラ
イ
政
権

成
立
以
前
の
漢
人
軍
閥
勃
興
期
に
偏
っ
て
い
る
。
ク
ビ
ラ
イ
政
権
成
立
後
の
時
期
ま
で
扱
っ
た
も
の
も
、
李
壇
の
乱
前
後
の
モ
ン
ゴ
ル
の
統
治

体
制
の
変
化
に
ま
で
考
察
を
及
ぼ
し
て
い
な
い
。
一
方
、
李
壇
の
乱
を
契
機
と
し
て
、
モ
ン
ゴ
ル
の
中
国
統
治
が
い
わ
ば
伝
統
中
華
王
朝
的
な

中
央
集
権
に
転
換
し
た
、
と
い
う
ク
ビ
ラ
イ
政
権
・
元
朝
の
政
治
輝
輝
の
理
解
は
通
説
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
漢
人
軍
閥
は
李
壇
の
乱
吟
に
本
当
に
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ク
ビ
ラ
イ
政
権
の
中
国
統
治
体
制
は
琴
平
の
反
乱
後
に
一
気
に
変
化
し

た
の
だ
ろ
う
か
。
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
史
と
元
朝
史
の
展
開
の
う
え
で
、
も
っ
と
も
根
本
を
な
す
問
題
で
あ
り
、
徹
底
検
証
が
求
め
ら
れ
る
。

　
本
稿
は
、
華
北
の
四
大
漢
人
軍
閥
の
ひ
と
つ
済
南
の
張
型
の
事
例
を
通
し
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
集
中
的
に
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
章

で
は
、
土
壇
の
乱
に
至
る
ま
で
の
張
氏
の
動
向
を
探
り
、
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
の
弟
の
カ
チ
ウ
ン
王
家
と
の
関
係
を
指
摘
す
る
。
第
二
章
で
は
、

李
壇
の
乱
の
際
の
張
氏
の
動
向
、
お
よ
び
そ
の
後
黒
氏
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
、
ま
た
カ
チ
ウ
ン
王
家
と
の
関
係
が
ど
う
な
っ
た
か
を
考

え
る
。
第
三
章
は
、
カ
チ
ウ
ン
王
家
を
含
む
い
わ
ゆ
る
菓
方
三
王
家
の
ク
ビ
ラ
イ
に
対
す
る
乱
、
ナ
ヤ
ン
の
乱
の
後
、
張
出
と
カ
チ
ウ
ソ
王
家

が
ど
う
な
っ
た
か
を
考
え
る
。
こ
れ
ら
の
検
討
に
よ
り
、
モ
ン
ゴ
ル
政
権
の
中
国
統
治
の
特
徴
が
ど
の
よ
う
に
見
え
て
く
る
か
。
そ
れ
は
、
我
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々
の
歴
史
イ
メ
ー
ジ
を
、
お
そ
ら
く
大
き
く
変
え
る
も
の
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

①
愛
宕
松
男
「
李
壇
の
叛
乱
と
そ
の
政
治
的
意
義
i
蒙
古
朝
治
下
に
お
け
る
漢
地

　
の
封
建
制
と
そ
の
州
県
柵
へ
の
展
開
1
」
（
東
洋
史
研
究
六
－
四
、
一
九
四
一
年
。

　
『
愛
宕
松
男
東
洋
史
学
論
集
第
四
巻
隠
一
九
八
八
年
、
所
収
）
。
同
「
元
の
中
瞬

　
支
配
と
漢
民
族
社
会
」
一
、
中
央
集
権
機
構
、
1
領
主
制
か
ら
州
県
制
へ
（
『
岩

　
波
講
座
世
界
歴
史
9
』
一
九
七
〇
年
）
に
至
る
ま
で
氏
の
説
の
骨
子
は
変
わ
っ
て

　
い
な
い
。
氏
は
、
李
壇
を
は
じ
め
と
す
る
漢
人
軍
閥
を
「
漢
人
世
侯
」
と
命
名
さ

　
れ
た
。

②
　
管
見
に
入
っ
た
も
の
だ
け
で
も
、
以
下
の
よ
う
に
多
い
。
井
ノ
崎
隆
興
「
蒙
古

　
朝
治
下
に
お
け
る
漢
入
世
侯
」
（
史
林
三
七
一
六
、
一
九
五
六
年
）
。
池
内
功
「
李

　
全
論
」
（
社
会
文
化
史
学
｝
四
、
　
一
九
七
七
年
）
、
同
「
史
類
一
族
と
モ
ン
ゴ
ル
の

　
金
国
経
略
」
（
『
中
潜
敏
先
生
古
稀
記
念
論
集
』
上
、
　
一
九
八
一
年
）
、
同
「
モ
ン

　
ゴ
ル
の
金
工
経
略
と
漢
人
藩
侯
の
成
立
」
（
『
四
国
学
院
大
学
創
立
三
十
周
年
記
念

　
論
集
』
、
四
国
学
院
大
学
論
集
四
穴
・
四
八
・
四
九
、
一
九
八
○
～
八
　
年
）
。
同

「
フ
ビ
ラ
イ
政
権
の
成
立
と
フ
ビ
ラ
イ
廃
下
の
漢
軍
」
（
東
洋
史
研
究
四
三
－
二
、

一
九
八
四
年
）
。
井
芦
一
公
「
元
朝
侍
衛
親
軍
の
成
立
」
（
九
州
大
学
東
洋
史
論
集

一
〇
、
　
一
九
八
二
年
）
。
藤
島
建
樹
「
元
朝
治
下
に
お
け
る
漢
人
一
族
の
歩
み
」

（
大
谷
学
報
六
六
…
三
、
　
一
九
入
六
年
）
。
野
沢
佳
美
「
張
柔
軍
団
の
成
立
過
程

と
そ
の
構
成
」
（
立
正
大
学
大
学
院
年
報
三
、
一
九
八
六
年
）
、
同
「
モ
ン
ゴ
ル
太

宗
定
宗
期
に
お
け
る
史
天
沢
の
動
向
」
（
立
正
大
学
束
洋
史
論
集
一
、
　
一
九
八
八

年
）
。
森
田
憲
司
「
季
壇
の
乱
以
前
」
（
東
洋
史
研
究
四
七
…
三
、
一
九
八
八
年
）
。

孫
克
寛
「
元
初
李
壇
購
変
分
析
」
（
大
陸
雑
誌
；
丁
八
、
　
一
九
五
頃
年
）
、
同

『
元
代
漢
文
化
之
活
動
』
一
九
六
八
年
、
第
三
編
「
漢
軍
」
。
到
何
之
「
関
子
金

末
元
初
的
漢
人
地
主
武
装
問
題
」
（
内
蒙
．
古
大
学
学
報
…
九
七
八
一
一
）
。
等
長
嬬

・
李
涌
「
金
元
之
華
燭
地
七
万
戸
」
（
文
史
一
一
、
一
九
八
一
年
）
。
周
良
宥
「
李

班
之
十
三
元
初
政
治
」
（
元
岩
蟹
北
方
民
族
史
研
究
集
刊
四
、
　
一
九
八
一
年
）
。

第
一
章
　
張
氏
と
カ
チ
ウ
ン
王
家

李班の乱後の漢人軍閥（堤）

　
季
壇
の
乱
に
至
る
ま
で
、
済
南
の
張
氏
は
ど
の
よ
う
な
歴
史
を
た
ど
っ
て
き
た
の
か
。
乱
心
の
変
化
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
こ
の
問

題
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
張
民
の
動
向
を
以
下
の
順
に
考
え
て
い
き
た
い
。
ま
ず
張
氏
勃
興
の
状
況
、
次
に
張
氏
の
モ
ン
ゴ
ル
勢
力

へ
の
帰
順
、
最
後
に
ク
ビ
ラ
イ
政
権
成
立
時
の
動
向
で
あ
る
。

　
張
氏
初
代
の
豊
栄
は
ど
の
よ
う
に
興
起
し
た
の
か
。
『
元
史
』
巻
一
五
〇
張
写
照
、
巻
一
八
二
各
面
巌
伝
、
お
よ
び
栄
の
孫
の
張
宏
の
行
状

「
済
南
路
大
都
督
張
公
行
状
」
（
『
国
朝
文
墨
』
巻
五
〇
、
以
下
「
張
宏
行
状
」
）
の
語
る
状
況
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
彼
は
済
南
（
歴
城
）
の
人
。
か
つ
て
従
軍
し
て
流
れ
矢
が
ま
な
じ
り
に
刺
つ
た
際
、
入
に
足
で
額
を
踏
ん
で
抜
か
せ
泰
然
自
若
と
し
て
い
た
と
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の乱後の漢人軍閥（堤）

い
う
豪
傑
で
あ
る
ぴ
彼
は
、
金
倉
の
沐
灘
南
遷
以
後
の
混
乱
状
態
の
中
で
、
郷
平
県
の
盤
堂
嶺
を
根
拠
地
と
し
て
勢
方
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。

済
南
よ
り
東
方
の
章
丘
・
郷
平
・
済
陽
・
長
山
・
辛
市
・
蒜
台
・
新
城
・
温
州
が
勢
力
圏
で
あ
り
、
戦
争
が
起
こ
れ
ば
、
山
に
立
て
こ
も
っ
た
。

　
彼
の
も
と
も
と
の
勢
力
圏
に
済
南
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
金
轡
は
南
馬
脚
も
山
東
の
要
地
済
南
の
維
持
を
は
か
り
、
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ら
に
南
宋
や
漢
人
軍
閥
厳
実
も
絡
ん
で
済
南
の
争
奪
が
行
わ
れ
て
い
た
。
張
栄
が
こ
れ
に
関
わ
っ
た
と
す
る
記
事
は
な
い
。
従
来
済
南
の
張
氏

と
し
て
有
名
だ
が
、
彼
が
済
南
に
入
る
の
は
モ
ン
．
コ
ル
帰
順
以
降
の
事
な
の
で
あ
る
。

　
張
栄
は
ど
の
よ
う
に
モ
ン
ゴ
ル
に
帰
順
し
た
か
。
そ
の
状
況
を
詳
し
く
述
べ
る
の
は
、
『
元
史
』
張
栄
伝
の
み
で
あ
る
。

　
　
　
丙
戌
の
歳
（
＝
一
二
六
年
、
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ソ
の
二
一
年
）
に
、
東
平
〔
の
厳
実
〕
・
順
天
〔
の
言
忌
〕
が
皆
鴬
、
ソ
ゴ
ル
に
〕
内
属
し
た
の
で
、
張

　
　
栄
は
遂
に
そ
の
兵
と
土
地
を
挙
げ
て
、
ア
ル
チ
ダ
イ
・
ノ
ヤ
ソ
（
按
赤
墨
那
術
、
巴
鰹
畠
二
丈
。
導
き
）
に
降
伏
し
、
太
祖
（
チ
ソ
ギ
ス
・
カ
ン
）
に
お
属

　
　
通
り
し
た
。
〔
チ
ソ
ギ
ス
・
カ
ン
は
、
〕
孤
軍
で
数
年
も
モ
ン
ゴ
ル
軍
（
王
師
）
に
抵
抗
し
た
理
由
を
問
う
た
。
張
栄
は
「
由
東
は
土
地
は
広
く
人
も
多
う

　
　
ご
ざ
い
ま
し
て
、
〔
そ
れ
が
〕
こ
と
ご
と
く
皇
帝
様
の
所
有
と
な
り
ま
し
た
〔
た
め
で
ご
ざ
い
ま
す
〕
。
責
め
に
も
し
頼
り
に
な
り
ま
す
〔
も
の
〕
が
ご
ざ

　
　
い
ま
し
た
ら
、
服
従
い
た
し
ま
せ
ん
」
と
答
え
た
。
太
祖
は
、
こ
れ
（
こ
の
答
）
を
勇
ま
し
い
と
し
て
、
彼
の
背
を
軽
く
叩
い
て
言
っ
た
「
ま
こ
と
に
良

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
き
勇
者
（
ω
曙
ヨ
9
、
霧
畏
）
で
あ
る
し
と
。
金
紫
光
禄
大
夫
・
山
東
行
尚
書
省
・
兼
兵
馬
都
元
帥
・
知
済
南
男
乗
を
授
け
ら
れ
た
。

　
こ
の
記
事
で
注
図
す
べ
き
こ
と
が
二
つ
あ
る
。
第
一
は
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ソ
時
代
に
そ
の
弟
カ
チ
ウ
ソ
の
子
ア
ル
チ
ダ
イ
に
投
降
し
て
い
る
こ

と
、
第
二
は
張
栄
が
知
済
南
府
事
を
授
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ソ
の
三
人
の
同
母
弟
の
う
ち
、
カ
チ
ウ
ン
は
早
く
没
し
、
当
時
そ
の
子
の
ア
ル
チ
ダ
イ
が
当
主
で
あ
っ
た
。
彼
が
華
北
の
平

定
に
従
事
し
て
い
た
と
い
う
記
録
は
な
い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
張
栄
が
彼
に
帰
順
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
チ
ソ
ギ
ス
・
カ
ン
時
代
の
末
期
、

す
で
に
華
北
の
権
益
設
定
が
成
さ
れ
て
お
り
、
張
栄
の
勢
力
圏
は
カ
チ
ウ
ン
王
家
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
ナ
ゴ
デ
イ
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

カ
ア
ソ
時
代
、
金
言
滅
亡
後
の
「
丙
申
年
の
分
簸
」
は
、
諸
王
・
功
臣
の
権
益
の
確
認
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ル
カ

　
帰
順
と
同
時
に
、
張
栄
は
長
子
の
邦
傑
を
、
質
子
と
し
て
ウ
ル
ク
イ
河
畔
の
カ
チ
ウ
ン
王
家
の
オ
ル
ド
に
送
っ
た
（
遊
牧
宮
廷
、
天
幕
群
の
本
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④

営
）
。
邦
傑
は
そ
こ
で
モ
ン
ゴ
ル
人
魚
可
亦
真
氏
と
結
婚
し
、
張
宏
を
も
う
け
る
（
本
稿
四
頁
の
系
図
参
照
）
。
こ
の
訳
書
傑
・
張
宏
が
済
南
張
扇

の
第
二
代
・
第
三
代
当
主
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
質
子
と
し
て
モ
ン
ゴ
ル
支
配
者
の
も
と
に
送
ら
れ
た
人
間
が
、
次
の
当
主
に
な
る
例
は

　
　
　
　
　
　
⑤

他
に
も
見
ら
れ
る
。
モ
ン
ゴ
ル
支
配
の
一
つ
の
特
徴
と
言
え
よ
う
。

　
オ
ゴ
デ
イ
・
ヵ
ア
ン
の
二
年
（
＝
一
三
〇
）
、
沐
京
に
残
る
金
言
討
滅
戦
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
張
栄
は
カ
ア
ン
の
も
と
に
赴
き
お
目

見
え
を
済
ま
し
た
後
、
オ
ロ
ナ
ウ
ル
部
族
の
ア
ジ
ュ
ル
・
バ
ア
ト
ル
の
魔
下
に
戦
う
。
張
栄
が
荒
廃
し
た
済
南
城
に
入
り
、
復
興
に
着
手
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
は
こ
の
戦
役
の
後
で
あ
る
。
丙
申
年
（
一
二
三
六
）
の
分
簸
で
は
、
済
南
路
の
五
万
五
千
二
百
戸
の
権
益
が
カ
チ
ウ
ン
王
家
に
認
め
ら
れ
た
。

「
知
済
南
府
事
」
の
官
職
を
、
モ
ン
ゴ
ル
へ
の
帰
順
時
に
得
た
の
か
ど
う
か
の
疑
問
は
残
る
が
、
張
栄
は
、
済
南
の
権
益
を
有
し
た
カ
チ
ウ
ン

王
家
と
結
び
つ
い
た
後
、
済
南
に
入
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
確
か
で
あ
る
。

　
張
栄
は
オ
ゴ
デ
イ
時
代
の
終
わ
り
に
引
退
し
、
カ
チ
ウ
ン
王
家
の
オ
ル
ド
で
青
年
期
を
過
ご
し
た
張
邦
傑
が
当
主
と
な
る
。
彼
は
モ
ン
ケ
・

カ
ア
ン
時
代
一
二
五
四
年
こ
ろ
没
し
、
張
宏
が
第
三
代
の
当
主
と
な
る
。
彼
は
当
時
二
六
歳
、
モ
ン
ゴ
ル
人
を
母
と
し
て
、
オ
ル
ド
で
育
ち

「
博
く
諸
国
語
に
通
じ
」
た
人
物
で
あ
っ
た
。
多
言
語
が
使
用
さ
れ
る
モ
ン
ゴ
ル
政
権
に
お
い
て
、
彼
の
よ
う
な
能
力
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

少
な
く
と
も
モ
ン
ゴ
ル
語
、
漢
語
双
方
を
話
し
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。

　
ク
ビ
ラ
イ
政
権
成
立
聴
に
張
疑
は
ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
か
。
ま
ず
、
モ
ン
ケ
・
カ
ア
ン
時
代
末
期
の
南
宋
遠
征
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

「
邪
州
の
役
」
に
参
加
し
た
。
張
宏
は
前
鋒
と
し
て
ク
ビ
ラ
イ
に
従
い
、
前
線
の
情
報
収
集
に
あ
た
っ
た
。
ク
ビ
ラ
イ
は
、
兄
の
モ
ン
ケ
・
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ア
ン
政
権
成
立
時
か
ら
、
華
北
を
含
む
地
域
を
委
任
さ
れ
て
お
り
、
曲
折
の
後
と
は
い
え
華
北
か
ら
の
南
宋
攻
撃
の
総
帥
で
あ
っ
た
。
ク
ビ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

イ
の
郡
州
攻
撃
に
参
加
し
た
華
北
の
漢
人
軍
閥
に
は
、
他
に
保
定
の
張
柔
が
い
る
。

　
一
二
五
九
年
に
南
宋
四
川
の
前
線
で
モ
ン
ケ
・
カ
ア
ン
が
没
し
た
こ
と
か
ら
、
後
継
大
カ
ア
ン
を
め
ぐ
る
争
い
が
は
じ
ま
っ
た
。
カ
チ
ウ
ン

王
家
を
含
む
、
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
骨
壷
の
東
方
三
王
家
と
ジ
ャ
ラ
イ
ル
国
王
家
・
コ
ン
ギ
ラ
ト
尉
馬
家
を
は
じ
め
と
す
る
五
投
下
の
支
持
を
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

た
ク
ビ
ラ
イ
が
一
二
六
〇
年
に
後
の
上
都
瀾
平
攻
で
即
位
し
た
。
弟
ア
リ
ク
ブ
ケ
に
勝
利
し
た
の
は
、
五
年
の
内
戦
の
宋
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
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李班の乱後の漢人軍閥（堤）

　
張
宏
に
と
っ
て
、
ク
ビ
ラ
イ
政
権
の
成
立
は
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
モ
ン
ゴ
ル
帰
順
以
来
の
関
係
を
持
つ
カ
チ
ゥ
ソ
王
家
を
支

　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

持
基
盤
の
一
つ
と
し
、
彼
自
身
が
睡
下
に
属
し
た
人
物
の
政
権
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
ク
ビ
ラ
イ
政
権
か
ら
、
張
氏
は
厚
遇
さ
れ
る
。
ま
ず
当
主
昏
昏
に
は
モ
ソ
ケ
時
代
の
地
位
が
確
認
さ
れ
る
。
「
肝
属
行
状
」
に
は
、
ク
ビ
ラ

イ
か
ら
の
詔
と
し
て
「
…
…
先
朝
の
聖
旨
を
遵
奉
し
、
旧
に
依
り
虎
符
を
懸
帯
す
べ
し
。
済
南
蛮
行
軍
万
芦
・
管
民
需
管
の
職
を
惹
く
。
お
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

そ
属
す
る
所
に
在
り
て
は
並
び
に
節
制
を
聴
す
。
朕
の
命
を
敬
持
し
て
郷
司
を
慎
毒
せ
よ
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
、
中
統
二
年
六
月
に
は
、
八
○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

歳
の
高
齢
で
生
存
し
て
い
た
張
栄
が
「
済
南
公
」
に
封
じ
ら
れ
、
銀
甲
を
賜
っ
た
。
「
公
」
に
追
封
さ
れ
る
例
は
多
い
が
、
生
存
中
に
封
じ
ら

れ
る
の
は
異
例
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
後
、
張
氏
歴
代
の
当
主
は
「
済
爾
公
」
を
襲
爵
す
る
こ
と
と
な
る
。
な
お
、
同
時
に
保
定
の
漢
人
軍
閥

張
柔
も
「
安
粛
公
」
に
封
じ
ら
れ
る
。
や
は
り
「
壱
州
の
役
」
で
ク
ビ
ラ
イ
に
協
力
し
た
こ
と
に
対
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
時
期
ま
で
の
済
南
の
統
治
の
実
際
は
、
史
料
が
乏
し
い
た
め
詳
細
は
明
ら
か
に
し
が
た
い
が
、
張
氏
が
モ
ン
ゴ
ル
側
の
収
奪
に
対
応
し

つ
つ
領
内
の
統
治
に
努
め
た
こ
と
が
「
張
宏
行
状
」
「
済
南
公
世
徳
碑
」
（
程
鍾
夫
『
面
当
文
憲
公
雪
楼
程
先
生
文
集
』
巻
一
六
、
以
下
「
世
徳
碑
」
）
に

　
　
　
　
⑯

語
ら
れ
る
。

①
　
『
金
史
』
巻
一
六
宣
宗
紀
、
興
定
一
一
年
八
月
戊
午
朔
、
『
元
史
』
巻
一
四
入
厳

実
伝
。

②
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
は
、
当
時
西
夏
遠
征
中
で
あ
っ
た
。
そ
の
行
営
で
の
こ
と
で

　
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
華
北
の
漢
人
軍
閥
の
長
は
、
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
パ
ァ
ト
ル
の
称

　
号
で
呼
ば
れ
た
ら
し
い
。
真
定
の
史
天
沢
は
三
男
（
三
鷹
）
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

　
ω
p
ヨ
騨
p
　
し
⇔
ρ
、
耳
門
（
萄
ヨ
一
、
9
－
8
拶
く
似
嵩
湿
ど
　
導
ω
。
・
．
H
る
。
け
二
黒
σ
巳
”
目
。
尼
（
署
　

　
ω
母
㊤
覧
冨
密
・
紙
開
静
9
げ
塁
Φ
鈴
需
㊦
〈
琶
峯
H
O
。
・
（
以
下
｝
8
）
b
。
ε
騨
杉
山
正

　
明
『
大
モ
ン
ゴ
ル
の
世
界
』
一
九
九
二
年
、
エ
三
三
頁
）
と
、
保
定
の
張
柔
は
「
張

　
按
都
児
」
（
思
．
Ω
影
6
量
・
。
。
」
H
器
昆
冥
一
8
。
。
簿
覧
ぴ
。
霧
9
畠
き
8
一
一
Φ
ユ
Φ

　
9
冨
o
h
器
ω
9
一
．
珍
o
ρ
器
日
8
σ
q
o
一
p
日
、
o
暮
α
q
勺
8
．
ω
曾
器
H
H
こ
く
。
一
■
H
〆

　
一
Φ
O
Q
◎
・
勺
慧
知
O
げ
⑦
一
『
・
…
曲
祭
美
彪
『
　
兀
代
白
話
薄
紅
牌
録
緬
「
一
一
工
ハ
一
年
酬
麗
口
巴
太
漉
摘

　
宮
聖
旨
碑
」
一
＝
頁
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

③
松
田
孝
｝
「
モ
ン
ゴ
ル
の
漢
地
統
治
制
度
」
（
待
兼
山
論
叢
・
史
学
篇
1
1
、
一

　
九
七
八
年
、
三
四
～
三
五
買
）
で
、
別
の
史
料
か
ら
、
チ
ソ
ギ
ス
・
カ
ン
時
代
す

　
で
に
華
北
の
権
益
設
定
が
さ
れ
て
い
た
と
の
説
が
出
さ
れ
て
い
る
。

④
　
「
張
宏
行
状
」
に
「
（
張
怪
傑
は
）
初
め
質
子
を
以
て
玉
藩
に
侍
し
、
阿
可
亦

　
同
氏
を
嬰
て
、
公
（
張
宏
）
を
生
む
」
、
「
公
（
張
宏
）
は
遼
東
の
兀
富
田
河
に
生

　
ま
」
る
と
あ
る
。
『
集
史
』
イ
エ
ス
ゲ
イ
・
バ
ハ
ー
ド
ゥ
ル
紀
の
カ
チ
ゥ
ン
の
国
土

　
の
所
在
を
記
し
た
記
霧
に
は
、
そ
こ
に
近
い
地
方
と
し
て
「
ウ
ル
ク
イ
河
の
地
方

　
（
廿
。
α
詮
－
o
慈
α
－
H
臼
9
？
望
。
巳
ρ
巳
）
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
｝
8
8
p
）
。
若

　
干
の
ず
れ
は
あ
る
も
の
の
、
ウ
ル
ク
イ
河
畔
が
カ
チ
ウ
ン
王
家
の
ユ
ル
ト
に
含
ま

　
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
夏
営
地
か
冬
営
地
か
砿
こ
れ
の
み
で
は
判
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断
で
き
な
い
．
杉
山
正
明
「
モ
ン
ゴ
ル
帝
鼠
の
原
像
」
（
菓
洋
史
研
究
三
七
一
一
、

　
｝
九
七
八
年
）
二
一
頁
参
照
。

　
　
張
宏
の
没
年
と
享
年
か
ら
逆
算
す
る
と
、
張
宏
が
生
ま
れ
た
の
は
、
チ
ン
ギ

　
ス
・
カ
ン
の
二
〇
年
（
一
二
二
五
）
年
と
な
る
。
『
元
史
』
紅
白
伝
の
記
す
丙
戌

　
年
（
一
二
二
五
年
）
の
帰
順
は
、
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
へ
の
謁
見
を
記
し
た
も
の
で

　
あ
り
、
ア
ル
チ
ダ
イ
へ
の
帰
順
は
も
う
少
し
早
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

⑤
　
雲
南
の
旧
大
親
仁
王
家
や
高
麗
國
王
家
の
例
が
あ
る
。
『
元
三
』
巻
一
六
六
借

　
平
日
伝
、
『
高
麗
史
』
巻
三
六
忠
恵
山
世
家
・
巻
三
七
忠
穆
王
世
家
・
巻
三
八
恭

　
慈
王
世
家
。
　
こ
れ
ら
で
は
、
大
矩
ア
ン
の
ケ
シ
ク
に
入
っ
て
い
る
。
銀
鶏
傑
の

　
場
合
も
ア
ル
チ
ダ
イ
の
ケ
シ
ク
に
入
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
海
老
沢
哲
雄
「
モ

　
ソ
ゴ
ル
帝
国
の
束
方
三
王
家
に
関
す
る
諸
問
題
」
　
（
埼
玉
大
学
紀
要
教
育
学
部
・

　
人
文
社
会
学
部
第
二
一
巻
、
一
九
七
二
年
）
三
六
頁
；
堀
江
雅
明
「
モ
ン
ゴ
ル
睦

　
元
朝
時
代
の
棄
方
錐
ウ
ル
ス
研
究
序
説
」
（
『
小
野
勝
年
博
士
類
寿
記
念
東
方
学
論

　
集
』
、
一
九
八
二
年
目
三
八
八
～
九
、
三
九
四
頁
参
照
。

⑥
程
鐘
夫
『
与
国
文
憲
公
累
累
程
先
生
文
集
』
巻
一
六
「
済
南
公
世
葎
碑
」
に

　
「
遂
に
中
原
を
平
定
す
る
に
董
る
や
、
済
南
の
廃
誠
を
脩
復
し
て
屡
と
為
し
、
雄

　
藩
た
り
て
東
南
一
面
の
寄
に
当
た
る
」
と
あ
る
。
ま
た
、
張
栄
に
よ
り
、
済
南
が

　
復
興
さ
れ
た
こ
と
は
、
劉
敏
・
甲
「
済
南
路
総
管
霊
獣
署
記
」
（
『
中
庵
先
生
劉
文
簡

　
公
文
集
』
巻
二
）
に
「
済
南
府
の
旧
治
は
、
国
初
に
郡
侯
張
公
の
宋
・
金
の
故
韮

　
に
因
り
て
築
く
所
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。

⑦
　
『
元
史
』
巻
九
五
、
食
貨
志
三
、
歳
賜
。
巻
二
太
宗
紀
で
は
、
ア
ル
チ
グ
イ
に

　
濱
・
擦
州
が
与
え
ら
れ
た
と
記
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
二
寺
参
⑳
で
触
れ
る
。

⑧
　
「
張
宏
行
状
」

⑨
『
元
史
』
巻
四
、
世
祖
本
紀
「
歳
辛
亥
六
月
、
憲
宗
即
位
す
…
…
、
憲
宗
こ
と

　
ご
と
く
属
す
に
鎧
袖
漢
地
の
軍
国
の
庶
講
・
を
以
て
す
」

⑩
杉
山
正
明
「
ク
ビ
ラ
イ
政
権
と
東
方
三
王
家
」
（
東
方
学
報
京
都
五
四
、
一
九

　
八
二
年
）
。

⑪
　
『
元
史
』
巻
三
、
剛
臆
本
紀
、
八
年
戊
午
（
＝
猛
八
）
二
月
ひ

⑫
杉
山
正
明
、
前
掲
「
ク
ビ
ラ
イ
政
権
と
東
方
三
王
象
」
、
第
五
章
参
照
。

⑬
カ
チ
ウ
ソ
王
家
の
、
ク
ビ
ラ
イ
政
権
に
お
け
る
地
位
の
高
さ
は
、
こ
の
家
の
当

　
主
に
与
え
ら
れ
た
印
章
の
文
面
に
よ
っ
て
も
確
認
で
き
る
。
二
元
二
四
年
当
時
、

　
カ
チ
ウ
ン
王
家
の
当
憲
シ
ン
ナ
カ
ル
の
持
っ
て
い
た
印
掌
の
文
面
は
門
皇
姪
貴
宗

　
之
宝
」
で
あ
っ
た
（
『
元
史
臨
巻
一
四
）
。
こ
れ
は
『
元
史
』
巻
～
○
八
、
諸
王
表

　
の
、
ク
ビ
ラ
イ
諸
子
の
有
し
た
金
印
王
国
の
一
字
諸
王
に
相
当
す
る
格
の
も
の
で

　
あ
っ
た
。
金
印
懸
紐
の
「
無
国
名
者
」
の
項
に
ア
ル
チ
ダ
イ
（
按
只
吉
　
大
王
）

　
が
記
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
文
面
に
外
蓋
が
無
い
た
め
で
あ
る
。

⑭
　
こ
れ
ら
伝
記
史
料
に
大
雪
ア
ソ
交
代
ご
と
の
入
観
や
地
位
の
確
認
の
記
瑛
が
記

　
さ
れ
る
の
は
、
前
政
権
で
の
地
位
は
新
政
権
に
確
認
さ
れ
な
い
限
り
継
承
で
き
な

　
か
っ
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
「
世
徳
碑
」
に
、
張
宏
が
中
鷺
元
年
に
「
済

　
南
路
大
都
督
」
に
な
っ
た
と
す
る
の
は
誤
り
。
な
お
、
銭
大
車
『
潜
研
堂
金
石
文

　
賊
尾
』
巻
｝
八
「
済
南
猛
公
神
道
碑
」
（
下
元
二
年
三
月
）
に
「
宣
授
済
南
路
行

　
軍
万
戸
影
壁
」
が
み
え
る
。
『
元
本
』
巻
一
六
六
彰
徳
伝
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、

　
こ
ち
ら
は
追
封
か
。

⑯
　
『
元
史
』
巻
四
、
中
統
二
年
八
月
甲
寅
。
王
渾
「
中
堂
幕
記
」
中
統
一
一
年
六
月

　
～
六
日
丙
寅
（
『
秋
澗
先
生
大
全
文
集
』
巻
八
二
）
。
「
世
穂
碑
」
。

⑯
甲
乙
の
僑
記
史
料
に
記
す
、
こ
の
時
期
ま
で
の
統
治
の
状
況
の
記
購
は
三
つ
に

　
ま
と
め
ら
れ
る
。
①
徴
税
・
徴
兵
に
対
す
る
軽
減
の
要
請
と
代
納
（
「
張
宏
行
状
」

　
「
世
徳
碑
」
）
。
②
金
満
崩
壊
後
、
河
南
の
民
の
北
町
（
「
張
宏
行
状
」
）
。
③
朝
廷

　
の
考
課
で
天
下
第
一
と
称
さ
れ
る
（
「
虚
栄
伝
」
：
オ
ゴ
デ
イ
八
年
、
「
世
徳
日
」
：

　
オ
ゴ
デ
イ
一
〇
年
、
「
張
宏
行
状
」
：
モ
ソ
ケ
ニ
～
三
年
）
。

　
　
な
お
、
『
元
史
』
巻
絡
、
太
宗
本
紀
で
は
（
八
年
丙
申
秋
七
月
）
、
分
綴
は
行
わ

　
れ
た
が
、
耶
律
楚
材
の
建
言
に
よ
り
、
諸
王
た
ち
は
権
益
地
に
ダ
ル
ガ
チ
を
羅
く

　
の
み
で
、
朝
廷
が
官
吏
を
置
い
て
徴
税
し
た
と
記
す
。
こ
の
時
期
の
済
南
の
カ
チ

　
ウ
ン
王
家
の
ダ
ル
ガ
チ
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
わ
ず
か
に
至
元
五
～
九
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年
頃
に
は
済
南
路
所
轄
の
　
三
州
県
に
ダ
ル
ガ
チ
が
い
た
こ
と
、
ま
た
張
栄
の
孫

で
あ
る
慾
の
妻
、
湛
礼
吉
真
氏
の
祖
父
の
曲
列
爾
か
済
南
路
ダ
ル
ガ
チ
で
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
出
島
と
そ
の
配
下
が
朝
廷
の
官
名
を
帯
び
統
治
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。

第
二
章
　
李
壇
の
乱
と
張
氏

の乱後の漠人軍閥（堤）

　
李
壇
の
乱
の
際
、
張
疵
は
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
た
の
か
。
乱
雑
、
張
氏
は
ど
う
変
化
し
た
か
、
カ
チ
ウ
ン
王
家
と
の
つ
な
が
り
は
ど
う
な

っ
た
の
か
を
順
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。
乱
そ
の
も
の
の
経
過
は
先
行
研
究
に
詳
し
い
の
で
そ
れ
ら
に
譲
る
が
、
中
統
三
年
二
月
に
乱
を
起
こ

し
た
講
壇
は
本
拠
の
益
都
か
ら
進
撃
し
て
、
そ
の
月
の
内
に
済
南
を
占
領
し
、
そ
こ
で
包
囲
さ
れ
て
七
月
に
敗
死
す
る
。
本
拠
地
済
南
を
奪
わ

れ
た
張
氏
に
影
響
・
打
撃
は
大
き
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
乱
の
直
前
に
、
当
主
高
野
は
ブ
レ
イ
ン
の
参
議
府
事
誤
或
と
量
り
、
黒
蓋
が
反
乱
を
企
て
て
い
る
証
拠
を
一
〇
箇
条
に
ま
と
め
、
ク
ビ
ラ
イ

に
通
報
す
る
。
姜
或
は
父
の
椿
の
代
か
ら
張
氏
に
仕
え
、
次
子
従
吉
が
張
宏
の
娘
を
嬰
る
と
い
う
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
。
中
開
二
年
一
〇
月
壬

寅
、
保
定
の
商
学
・
東
平
の
厳
忠
嗣
ら
漢
人
軍
閥
七
万
戸
の
一
人
と
し
て
、
彼
は
ク
ビ
ラ
イ
の
も
と
に
自
ら
の
兵
を
率
い
て
赴
く
こ
と
を
命
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ら
れ
、
姜
或
を
同
行
さ
せ
て
中
篇
地
区
に
い
た
る
。
翌
三
年
正
月
元
旦
の
儀
式
後
、
張
網
は
ク
ビ
ラ
イ
に
酒
を
注
い
だ
際
に
、
報
告
事
項
が
あ

る
こ
と
を
伝
え
た
。
一
六
日
に
ク
ビ
ラ
イ
が
中
落
近
郊
で
狩
猟
を
行
な
い
、
も
と
の
郊
野
の
傍
ら
に
宿
営
し
た
晩
、
張
宏
は
召
さ
れ
て
李
壇
の

逆
心
を
伝
え
た
と
い
う
。
こ
の
事
柄
は
軍
事
上
の
秘
密
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
機
先
を
制
す
べ
き
と
す
る
姜
或
の
策
は
容
れ
ら
れ
ず
、
張
宏
ら

は
済
南
に
戻
り
、
李
壇
の
反
乱
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。

　
張
薦
は
画
壇
の
進
撃
を
防
ぎ
き
れ
ず
、
済
南
を
放
棄
す
る
。
老
齢
の
張
栄
は
属
僚
や
住
民
を
済
南
近
郊
の
南
山
に
立
て
こ
も
ら
せ
、
自
ら
は

軽
騎
を
率
い
て
西
北
の
陵
州
（
将
戯
）
で
李
淫
乱
を
防
い
だ
。
張
宏
・
姜
或
は
逃
げ
散
っ
た
民
を
集
め
て
、
ク
ビ
ラ
イ
側
の
軍
を
迎
え
、
李
壇
討

伐
に
加
わ
る
こ
と
に
な
る
。

　
中
統
三
年
二
月
己
丑
（
三
日
）
の
李
壇
反
乱
の
報
を
受
け
て
、
ク
ビ
ラ
イ
は
討
伐
軍
を
編
成
し
て
差
し
向
け
る
。
諸
王
カ
プ
チ
ュ
（
合
必
赤
）
を
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総
帥
と
し
て
、
東
平
の
厳
忠
範
・
真
定
の
史
枢
ら
華
北
の
漢
人
軍
閥
を
動
員
し
た
「
蒙
古
漢
軍
」
で
あ
っ
た
。
張
宏
も
自
ら
の
管
内
の
民
を
徴

発
し
て
兵
と
し
、
他
の
軍
閥
と
と
も
に
ま
ず
濱
・
様
に
集
合
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
に
よ
り
李
壇
包
囲
網
が
作
ら
れ
て
い
く
。
そ
の

中
で
李
壇
は
済
南
を
占
領
し
た
の
で
あ
り
、
南
宋
の
夏
貴
・
青
陽
夢
炎
の
援
軍
も
撃
退
さ
れ
て
、
孤
立
無
援
と
な
る
。

　
導
管
が
済
南
に
籠
城
し
て
い
る
時
、
彼
の
本
拠
益
都
で
は
早
く
も
乱
後
の
処
理
が
始
ま
っ
て
い
た
。
ク
ビ
ラ
イ
の
命
で
張
宏
は
そ
れ
に
参
加

　
　
②

す
る
。
管
轄
者
は
ウ
イ
グ
ル
人
サ
ル
ギ
ス
、
益
都
を
華
北
の
所
領
と
す
る
東
方
三
王
家
の
ナ
ヅ
チ
ギ
ソ
王
家
の
タ
ガ
チ
ャ
ル
の
宿
老
と
も
い
う

　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

べ
き
人
物
で
あ
っ
た
。
張
宏
は
、
乱
鎮
圧
後
に
功
績
に
よ
り
「
済
南
路
大
都
督
」
に
任
じ
ら
れ
た
。
一
方
、
姜
或
は
済
南
包
囲
の
喪
中
に
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

包
囲
の
た
め
の
電
導
の
建
設
、
総
帥
の
カ
プ
チ
ュ
へ
の
陥
落
時
の
略
奪
防
止
策
の
進
言
を
行
っ
て
い
る
。
張
氏
の
こ
れ
ら
以
外
の
人
間
、
張
宏

の
叔
父
た
ち
、
張
邦
直
・
邦
彦
・
邦
允
・
邦
孚
・
邦
昌
・
邦
憲
ら
の
動
向
は
分
か
ら
な
い
。

　
張
宏
の
叔
父
た
ち
の
動
向
を
取
り
あ
げ
る
の
は
、
乱
か
ら
二
年
後
の
至
元
元
年
四
月
に
な
っ
て
、
張
邦
直
ら
の
李
壇
と
の
通
謀
が
取
り
調
べ

ら
れ
、
翌
年
正
月
に
張
邦
直
は
処
刑
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
『
元
史
』
世
祖
本
紀
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　
（
至
元
元
年
夏
四
月
）
　
丁
卯
、
李
壇
の
逆
党
の
万
芦
張
邦
直
兄
弟
お
よ
び
姜
郁
・
李
在
ら
二
十
七
人
の
罪
を
追
治
す
。

　
　
　
（
至
宝
二
年
春
正
月
）
　
竪
穴
、
山
東
平
字
使
言
え
ら
く
「
真
定
路
主
管
張
宏
は
先
に
済
南
に
在
り
て
、
変
に
乗
じ
て
官
物
を
盗
用
す
」
と
。
詔
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宏
は
嘗
て
李
薇
の
反
を
告
げ
る
を
以
て
宏
の
死
罪
を
免
じ
、
其
の
職
を
罷
め
、
堅
物
を
徴
し
て
官
に
償
わ
し
む
。
郵
州
万
戸
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
邦
直
ら
は
制
に
違
い
馬
を
販
り
、
並
び
に
死
に
処
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

張
邦
直
の
処
刑
は
、
直
接
に
は
南
宋
へ
の
馬
の
密
貿
易
が
理
由
と
さ
れ
て
い
る
が
、
李
壇
の
乱
へ
の
通
謀
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

ぽ
か
り
で
な
く
、
張
宏
ま
で
も
乱
の
際
の
官
物
横
領
が
告
発
さ
れ
、
官
を
罷
免
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
な
っ
て
摘
発
し
た
の
は
、
ク
ビ
ラ

イ
の
ア
リ
ク
ブ
ケ
へ
の
勝
利
が
確
実
に
な
っ
た
こ
と
が
背
景
に
あ
ろ
う
。

　
平
身
の
伝
記
史
料
申
に
は
李
壇
か
ら
の
働
き
か
け
・
関
係
を
示
す
も
の
が
あ
る
。
『
元
史
』
張
栄
伝
の
末
尾
に
は
年
次
を
記
さ
ず
に
、
李
壇

か
ら
の
馬
蹄
金
の
贈
り
物
を
張
栄
が
断
っ
た
話
を
載
せ
る
。
ま
た
「
憩
室
行
状
」
に
は
、
張
宏
が
ク
ビ
ラ
イ
に
通
報
し
た
極
製
の
反
乱
の
兆
候
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十
字
の
な
か
に
、
李
壇
の
馬
の
密
貿
易
・
済
南
と
の
交
易
の
際
の
南
宋
の
漣
州
附
子
の
使
用
・
歳
賦
と
景
観
の
横
領
を
事
緬
か
に
記
し
て
い
る
。

こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
知
り
得
た
の
は
、
張
氏
と
李
壇
と
の
関
係
が
深
か
っ
た
か
ら
に
相
違
な
い
。
張
氏
自
身
も
馬
の
密
貿
易
・
塩
課
の
横
領
を

行
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
黒
氏
内
部
に
李
壇
に
加
担
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
、
李
壇
の
乱
に
お
け
る
張
氏
の
動
向
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
中
統
二
・
三
年
当
時
、
ク
ビ
ラ
イ
と
ア
リ
ク
ブ
ケ
の

戦
い
の
帰
趨
は
見
え
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
モ
ン
ゴ
ル
の
華
北
支
配
そ
の
も
の
が
続
く
か
ど
う
か
も
見
極
め
が
た
い
。
そ
れ
が
李
壇
を
反
乱
に
踏

み
き
ら
せ
、
ま
た
張
氏
内
部
に
通
謀
す
る
者
が
出
た
理
由
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
で
、
幼
少
よ
り
カ
チ
ウ
ン
王
家
の
オ
ル
ド
で
育
ち
、
王
家
の
ク

ビ
ラ
イ
擁
立
の
状
況
に
よ
り
通
じ
て
い
た
張
宏
が
、
ク
ビ
ラ
イ
支
持
に
決
し
、
乱
を
通
報
し
た
こ
と
で
、
結
果
的
に
辛
う
じ
て
張
氏
を
存
続
し

得
た
の
で
あ
る
。

　
李
壇
の
乱
鎮
圧
後
、
ク
ビ
ラ
イ
は
華
北
の
漢
人
軍
閥
に
対
す
る
政
策
を
次
々
と
う
ち
だ
し
た
。
こ
れ
ら
の
政
策
は
、
愛
宕
松
男
氏
に
よ
り
、

漢
人
軍
閥
に
よ
る
間
接
統
治
か
ら
、
元
朝
の
中
央
集
権
へ
の
転
換
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
次
に
列
挙
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
中
統
三
年
＝
一
月
：
軍
民
官
兼
領
の
撤
廃
、
一
族
同
塗
の
禁
止
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
中
統
四
年
正
月
：
十
路
奥
魯
総
管
府
の
設
置
に
よ
る
軍
戸
に
対
す
る
支
配
権
の
喪
失
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
至
元
元
年
．
一
二
月
：
遷
転
法
の
施
行
に
よ
る
世
襲
権
の
剥
奪
。

　
こ
れ
ら
の
政
策
に
張
玩
は
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
た
の
か
。
『
元
史
』
張
栄
伝
の
末
尾
、
お
よ
び
「
世
々
碑
」
に
載
る
張
栄
の
諸
子
（
既

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

に
没
し
て
い
た
張
邦
傑
、
お
よ
び
潅
安
路
総
管
の
張
邦
憲
を
除
く
）
お
よ
び
張
宏
の
官
職
は
、
李
壇
の
乱
後
の
も
の
で
至
元
二
年
に
張
邦
直
・
転
遷
が

処
刑
・
処
罰
さ
れ
る
直
前
の
状
態
と
考
え
ら
れ
る
。
「
張
宏
行
状
」
と
合
わ
せ
て
、
上
記
の
ク
ビ
ラ
イ
の
政
策
に
よ
る
変
化
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
張
邦
直
：
行
軍
万
戸
（
『
元
史
』
巻
五
、
至
元
二
年
正
月
癸
酉
で
は
八
州
万
戸
）

　
張
邦
彦
：
権
済
南
行
省
（
「
世
徳
碑
」
で
は
権
済
南
省
事
）
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張
邦
允
：
知
濾
州
（
「
世
徳
碑
」
で
は
盤
陽
軍
節
使
）

　
張
邦
孚
：
火
都
督
府
郎
中

　
張
邦
昌
：
奥
魯
総
管

　
張
　
宏
：
真
定
路
総
管
名
張
宏
行
状
」
で
は
真
定
路
総
管
兼
府
歩
・
鎮
国
上
将
軍
）

　
軍
民
官
兼
領
は
た
し
か
に
撤
廃
さ
れ
て
い
る
。
当
主
の
張
宏
が
ク
ビ
ラ
イ
政
権
成
立
当
初
に
認
め
ら
れ
た
の
は
「
済
南
府
行
軍
万
戸
・
蕃
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

総
管
」
（
済
南
路
軍
民
万
戸
）
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
万
戸
職
を
邦
直
が
、
総
管
職
を
張
宏
が
、
分
け
て
い
る
。
た
だ
、
張
宏
が
武
階
官
「
鎮
国
上

将
軍
」
（
従
二
品
下
）
を
帯
び
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
総
遷
す
な
わ
ち
民
官
と
は
言
い
切
れ
ず
、
ま
た
、
従
来
は
所
管
一
人
が
帯
び
て
い
た

万
戸
職
と
総
管
職
を
、
一
族
で
分
有
す
る
こ
と
が
打
撃
で
あ
っ
た
か
も
疑
闇
で
あ
る
。
一
族
同
塗
の
禁
止
は
ど
う
か
。
張
扇
の
場
合
、
万
戸
職

は
も
と
張
宏
一
人
が
帯
び
て
い
た
た
め
検
討
し
得
な
い
。
同
等
を
禁
じ
ら
れ
た
「
管
民
総
立
」
は
真
定
路
地
管
張
宏
の
み
で
あ
り
、
総
管
職
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

つ
い
て
は
同
塗
の
者
は
い
な
い
。

　
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
総
管
職
が
漢
人
軍
閥
史
話
の
根
拠
地
の
真
定
路
の
も
の
で
あ
り
、
済
南
路
の
も
の
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。
本
籍
廻
避

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

を
意
図
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
時
点
で
は
張
氏
の
済
南
で
の
官
職
は
な
く
な
っ
て
い
な
い
。
邦
彦
が
「
権
輿
南
行
省
」
、
邦
允
は
当
時
、
済
南
路
内
の

「
知
事
州
」
な
る
職
を
帯
び
て
い
る
。
邦
孚
の
「
大
都
督
府
郎
中
」
は
、
畠
中
が
「
済
南
路
大
都
督
」
か
ら
真
定
路
爆
管
と
な
っ
た
以
上
、
済

南
路
の
も
の
で
な
く
、
先
に
ふ
れ
た
サ
ル
ギ
ス
が
乱
後
の
処
理
の
た
め
に
益
都
に
設
置
し
た
「
山
東
行
省
都
督
府
」
の
属
官
と
見
ら
れ
る
。
姜

或
も
「
大
都
督
府
参
議
」
と
な
っ
て
い
る
。
「
郵
州
万
戸
」
と
も
書
か
れ
る
よ
う
に
邦
直
が
南
宋
蔚
線
の
郵
州
に
駐
屯
し
て
い
る
こ
と
を
合
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

せ
る
と
、
こ
の
時
期
、
黒
氏
の
関
係
す
る
領
域
は
む
し
ろ
拡
大
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
軽
骨
総
領
府
の
設
置
に
よ
る
軍
戸
支
配
権
の
喪
失
に

つ
い
て
も
、
邦
昌
が
奥
魯
総
管
に
就
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
質
的
変
化
は
受
け
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ら
至
元
二
年
の
処
罰
以
前
に
認
め
ら
れ
る
済
南
で
の
官
職
・
一
族
関
係
領
域
の
拡
大
・
早
撃
へ
の
支
配
は
、
万
戸
張
邦
直
ま
で
が
処
刑
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さ
れ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
失
っ
た
可
能
性
が
強
い
。
た
だ
、
済
南
に
居
続
け
、
こ
の
地
の
有
力
者
で
あ
る
こ
と
に
は
変
化
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
済
南
が
本
拠
地
で
あ
り
続
け
た
こ
と
は
、
後
に
ふ
れ
る
張
宏
ら
の
行
動
、
お
よ
び
三
栄
ほ
か
一
族
の
墓
碑
・
神
道
碑
が
済
南
城
東
郊
三
五
里

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
和
山
南
麓
の
門
張
林
影
響
」
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
。
村
名
か
ら
す
る
と
、
後
世
ま
で
張
氏
の
子
孫
が
こ
こ
に
住
み
続
け
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
　
ル
　
キ
ジ
ソ

　
張
宏
の
い
と
こ
張
慾
の
妻
は
済
南
路
ダ
ル
ガ
チ
醸
七
言
の
孫
、
魑
礼
吉
真
氏
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
二
人
置
間
の
子
、
需
要
の
妻
、
イ
ェ
ス
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ン
（
也
速
倫
）
氏
の
祖
父
は
、
成
宗
テ
ム
ル
期
に
御
史
中
戸
で
あ
っ
た
頑
閥
で
あ
る
。
二
つ
の
モ
ン
ゴ
ル
人
有
力
者
家
系
と
の
通
婚
関
係
か
ら
は
、

張
氏
の
落
魂
は
読
み
取
れ
な
い
。

　
遷
転
法
に
よ
る
世
襲
権
の
剥
奪
に
つ
い
て
は
、
書
壇
の
乱
の
際
の
行
動
を
理
由
と
す
る
至
元
二
年
の
処
断
以
後
の
変
化
を
知
る
必
要
が
あ
る
。

状
況
が
分
か
る
の
は
張
宏
と
張
邦
憲
の
家
系
で
あ
る
。

　
張
宏
は
罷
免
さ
れ
て
七
年
後
、
懐
遠
大
将
軍
（
従
三
品
下
）
・
新
宝
万
戸
と
し
て
全
話
を
偲
び
、
嚢
陽
包
囲
戦
に
再
起
用
さ
れ
、
翌
年
「
嚢
陽

　
　
　
　
　
　
⑰

統
軍
使
」
と
な
る
。
霊
芝
の
主
将
証
文
換
は
投
降
勧
告
を
拒
否
し
続
け
て
い
た
が
、
張
宏
の
説
得
の
結
果
、
降
伏
を
決
断
し
た
と
い
う
。
張
宏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

は
嚢
陽
焔
落
後
の
バ
ヤ
ン
の
南
宋
遠
征
に
は
従
軍
せ
ず
、
綿
繭
＝
二
年
の
嚢
陽
統
軍
司
廃
止
後
に
官
を
や
め
て
済
南
に
帰
還
し
た
。
張
宏
の
子

元
節
は
、
済
南
公
を
嗣
ぎ
、
「
宣
武
将
軍
（
従
早
舞
下
）
・
征
西
万
戸
」
と
な
っ
た
。
彼
は
襲
職
直
後
、
「
松
西
元
帥
府
副
都
元
帥
」
と
し
て
、
ジ

ャ
ラ
イ
ル
国
王
家
の
征
西
都
元
帥
セ
ソ
ゥ
（
相
威
）
に
従
っ
て
シ
リ
ギ
の
乱
関
連
の
戦
役
に
従
軍
し
た
。
孫
の
那
懐
（
Z
。
ρ
巴
）
は
「
征
西
万
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

を
襲
」
つ
た
。
武
階
は
下
が
っ
て
い
る
も
の
の
、
張
氏
の
当
主
が
万
戸
職
を
世
襲
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
張
栄
の
末
子
張
邦
憲
が
、
至
元
二
年
の
血
忌
処
罰
の
前
後
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
か
は
分
か
ら
な
い
。
潅
活
路
総
管
に
な
っ
た
の
は
、

総
悪
質
が
立
て
ら
れ
た
至
元
一
四
年
（
『
元
史
』
巻
五
九
、
地
理
志
二
）
よ
り
後
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
は
不
明
で
あ
る
。
彼
の
総
千
弄
は
、
張
宏
の

そ
れ
を
受
け
た
形
に
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
彼
の
子
、
由
必
の
官
歴
は
神
道
碑
に
よ
り
、
詳
細
に
た
ど
る
こ
と
が
で
き
、
実
際
に
遷
乱
し
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
官
歴
の
う
ち
、
彰
徳
・
保
定
・
真
定
・
平
江
と
い
っ
た
要
路
の
総
管
を
つ
と
め
た
こ
と
が
目
だ
つ
。
済
南
路
は
含
ま
れ
て
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い
な
い
。
張
宏
も
真
定
路
総
管
と
な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
と
の
関
わ
り
は
不
明
。
遷
転
の
後
な
が
ら
路
総
管
に
な
り
得
て
い
る
が
、

直
接
に
は
世
襲
さ
れ
て
い
な
い
。

　
以
上
か
ら
、
ク
ビ
ラ
イ
が
行
っ
た
漢
人
軍
閥
黒
氏
へ
の
政
策
は
、
少
な
く
と
も
至
元
二
年
の
処
罰
以
後
は
、
影
響
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
軍
民
官
寺
領
は
撤
廃
さ
れ
、
総
六
三
で
は
本
籍
回
避
が
行
わ
れ
、
世
襲
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
点
で
は
、
確
か
に
漢
人
軍
閥
の
勢
力
は

削
減
さ
れ
、
ク
ビ
ラ
イ
の
中
央
権
力
が
介
入
し
て
き
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
変
化
し
て
い
な
い
面
も
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
万

戸
職
の
世
襲
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
済
南
を
本
拠
と
す
る
有
力
者
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
モ
ン
ゴ
ル
帰
順
以
来
の
張
氏
と
カ
チ
ウ
ン
王
家
と
の
つ
な
が
り
は
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
ク
ビ
ラ
イ
政
権
後
、

カ
チ
ゥ
ン
王
家
の
済
南
の
権
益
は
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
張
氏
と
カ
チ
ウ
ソ
王
家
と
の
つ
な
が
り
は
続
い
て
い
る
。
張
宏
の
娘
二
人
は
、
カ
チ
ウ
ン
王
家
の
フ
ラ
ク
ル
（
§
囲
お
耳
忽
刺
忽
児
）
と
金

剛
奴
に
嫁
い
で
い
た
。
フ
ラ
ク
ル
は
カ
チ
ウ
ン
王
家
第
四
代
の
当
主
で
あ
り
、
ク
ビ
ラ
イ
政
権
樹
立
お
よ
び
ア
リ
ク
ブ
ケ
と
の
戦
争
の
際
に
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ビ
ラ
イ
を
支
援
す
る
重
要
な
役
割
を
は
た
し
た
人
物
で
あ
る
。
張
邦
傑
と
モ
ン
ゴ
ル
人
阿
可
亦
真
氏
の
子
と
し
て
、
王
家
の
オ
ル
ド
で
育
ち
、

モ
ン
ゴ
ル
語
に
も
堪
能
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
張
宏
は
、
牧
畜
に
便
利
な
そ
の
地
の
風
土
を
愛
し
た
。
官
を
退
い
た
後
、
至
元
二
四
年
済
南
で
亡

く
な
る
ま
で
、
一
年
交
代
に
カ
チ
ウ
ン
王
家
の
オ
ル
ド
と
済
南
と
を
往
復
し
て
い
た
。
張
宏
に
は
、
漢
人
箪
閥
張
氏
の
当
主
と
し
て
以
外
に
、

カ
チ
ゥ
ン
王
家
当
主
の
岳
父
と
い
う
顔
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
次
に
述
べ
る
カ
チ
ウ
ン
王
家
の
済
南
で
の
権
益
維
持
と
、
張
宏
の
地
位
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

高
さ
を
考
え
る
と
へ
彼
は
オ
ル
ド
と
済
南
を
往
復
し
つ
つ
、
カ
チ
ウ
ン
王
家
の
済
南
の
権
益
管
理
に
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
カ
チ
ゥ
ン
王
家
の
済
南
で
の
権
益
が
ど
う
な
っ
た
の
か
を
考
え
る
た
め
、
ク
ビ
ラ
イ
政
権
の
、
諸
王
家
な
ど
の
華
北
領
に
対
す
る

政
策
を
検
討
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
諸
王
家
な
ど
の
領
内
の
路
の
ダ
ル
ガ
チ
・
管
下
の
州
県
の
ダ
ル
ガ
チ
は
、
諸
王
家
側
に
よ
り
選
ば
れ
た
。
ク
ビ
ラ
イ
以
前
の
状
況
は
不
明
の

点
が
多
い
が
、
ク
ビ
ラ
イ
申
央
政
権
は
、
諸
王
家
側
の
選
ん
だ
人
物
の
叙
任
と
州
県
ダ
ル
ガ
チ
の
そ
の
領
内
の
み
の
遷
転
を
行
お
う
と
し
た
。
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壇の乱後の漢入軍：閥（堤）

路
の
ダ
ル
ガ
チ
は
麗
質
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
。
『
元
史
』
巻
八
二
、
選
挙
志
二
、
鐙
法
上
に
載
る
諸
王
の
分
地
の
官
に
関
わ
る
記
事
の
冒
頭

に
は
、
「
お
よ
そ
諸
王
の
分
地
と
受
け
る
所
の
湯
沐
の
邑
は
、
自
ら
其
の
人
を
挙
げ
る
を
得
、
名
を
以
て
朝
廷
に
聞
し
、
し
か
る
後
其
の
職
を

授
く
。
」
と
漂
則
を
述
べ
る
。
　
つ
づ
く
蔵
元
二
年
の
条
に
は
「
了
し
て
各
投
下
の
直
管
府
の
長
宜
を
以
て
遷
せ
ざ
る
ほ
か
、
其
の
属
す
る
所
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

州
県
の
長
官
は
、
本
投
下
に
分
撮
す
る
城
邑
内
に
お
い
て
遷
転
す
」
と
記
す
。
路
の
総
揚
府
の
長
官
は
、
同
格
で
ダ
ル
ガ
チ
と
総
管
が
並
ぶ
が
、

こ
こ
で
言
う
「
長
官
」
は
他
史
料
の
事
例
か
ら
し
て
ダ
ル
ガ
チ
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
至
元
四
年
一
二
月
九
日
の
中
書
省
の
毛
付
に

「
係
官
・
投
下
の
州
県
の
ダ
ル
ガ
チ
の
人
員
も
ま
た
農
民
官
の
例
に
よ
っ
て
、
三
十
ヵ
月
を
満
期
と
し
、
く
ず
く
ず
せ
ず
に
解
由
状
を
　
〔
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

け
〕
取
っ
て
、
〔
中
書
〕
省
に
赴
き
遷
転
ず
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
初
、
中
央
直
轄
の
州
県
の
ダ
ル
ガ
チ
と
同
様
に
三
十
カ
月
で
遷
転
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

せ
よ
う
と
し
た
事
が
分
か
る
。
至
元
一
九
年
に
な
っ
て
、
三
年
を
任
期
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
は
た
し
て
ク
ビ
ラ
イ
政
権
が
、
ダ
ル
ガ
チ
に
対
す
る
政
策
を
ど
こ
ま
で
実
施
で
き
た
か
疑
問
で
あ
る
。
諸
王
家
な
ど
の
領
内
で
の
州
県
の
ダ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ル
ガ
チ
の
遷
転
を
促
す
命
が
何
度
も
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
実
状
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
例
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
カ
チ
ウ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ
　
ル
　
ガ
　
チ
　
　
　
ま
さ

ソ
王
家
の
済
南
路
に
お
い
て
も
ダ
ル
ガ
チ
の
節
煙
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
監
察
御
史
王
暉
の
「
済
南
路
所
轄
の
達
魯
赤
花
は
合
に
遷
転
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

べ
き
事
を
論
じ
る
状
」
に
よ
る
と
、
「
済
南
路
所
轄
の
州
県
の
現
任
の
ダ
ル
ガ
チ
の
う
ち
、
〔
ダ
ル
ガ
チ
の
〕
仕
事
を
世
襲
（
承
襲
）
し
た
り
、
ま

た
任
期
が
満
ち
て
久
し
い
の
に
未
だ
に
遷
転
を
経
て
い
な
い
者
が
十
三
員
」
い
た
と
い
う
。
当
時
、
済
南
路
に
属
す
る
州
県
は
＝
瓢
、
つ
ま
り

全
員
が
遷
転
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
彼
の
監
察
御
史
の
在
任
か
ら
至
幸
五
年
か
ら
九
年
の
間
の
状
態
と
分
か
る
。
隠
元
二
年
に
命
が
出
さ
れ

て
か
ら
少
な
く
と
も
三
年
後
に
な
る
が
、
実
状
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
路
盤
管
以
下
の
官
は
ど
う
か
。
『
元
史
』
選
挙
志
の
諸
正
の
分
地
の
官
の
項
お
よ
び
『
元
典
章
』
の
投
下
官
の
規
定
・
事
例
に
は
ふ
れ
る
と

こ
ろ
無
く
、
中
央
政
権
側
が
任
命
す
る
原
則
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
済
南
路
養
護
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
の
ご
く
一
部
し
か
知
り
得
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
、
カ
チ
ウ
ン
王
家
・
張
氏
い
ず
れ
と
の
関
係
も
確
認
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
王
渾
の
「
済
南
の
経
歴
の
五
霞
の
事
を
論
ず
る
状
」
（
『
秋
澗
先

生
大
全
文
集
』
巻
九
二
）
に
は
、
済
南
路
経
歴
の
三
文
貞
が
中
書
省
に
よ
り
東
平
に
転
任
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
、
欠
員
と
な
っ
て
い
る
路
の
経
歴
と
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知
事
を
補
充
す
べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
、
経
歴
・
知
事
は
中
央
政
権
側
の
任
命
に
か
か
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
な
お
、
中
統
二
年
一
二
月
か
ら
至
元
元
年
ご
ろ
ま
で
存
在
し
た
「
十
路
宣
慰
司
」
お
よ
び
至
元
二
年
閏
五
月
に
廉
希
憲
が
「
省
事
を
東
平
・

済
南
・
益
都
・
澹
此
等
の
路
に
正
し
」
た
こ
と
の
済
南
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
分
か
ら
な
い
。
た
だ
、
至
元
二
三
年
に
な
っ
て
済
南
路
・
益

都
路
な
ど
の
上
に
山
東
宜
嘉
島
が
設
立
さ
れ
た
際
の
ク
ビ
ラ
イ
の
政
策
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
彼
は
済
南
路
が
カ
チ
ウ
ン
王
地
（
当
主
は
シ
ン

ナ
カ
ル
）
の
分
領
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
王
家
か
ら
の
代
表
者
が
宣
慰
事
に
参
加
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ク
ビ
ラ
イ
政
権
は
、
諸
王
家
の
華
北
領
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
諸
王
家
鳩
の
権
限
を
彼
ら
自
身
に
よ
る
ダ
ル
ガ
チ
の
選
定
と
い
う
形
で
認

め
て
い
る
事
が
分
か
る
。
ま
た
、
総
管
以
下
の
官
を
通
じ
て
行
政
を
行
い
つ
つ
も
、
諸
王
家
の
権
益
は
保
持
し
て
い
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
。

『
元
典
章
』
巻
二
五
、
戸
部
一
一
、
差
発
「
投
下
戸
の
二
五
は
貧
富
を
験
じ
て
科
す
」
（
至
　
兀
二
年
二
月
）
に
載
る
諸
路
総
管
弦
設
置
の
条
画
に
、

諸
王
た
ち
に
属
す
る
戸
は
、
一
部
を
除
き
、
中
央
政
権
に
属
す
る
民
戸
と
と
も
に
徴
税
さ
れ
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
し
か
し
、
記
事
中
に
「
本

　
　
　
ナ
ハ
さ

投
下
の
合
に
得
べ
き
五
戸
糸
数
な
ど
の
物
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
以
上
、
有
す
る
五
戸
糸
数
な
ど
の
権
益
は
何
ら
か
の
形
で
諸
王
た
ち
領
主
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
渡
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
済
南
路
の
場
合
、
そ
の
戸
の
大
半
は
カ
チ
ウ
ソ
王
家
の
権
益
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
。
三
〇
年
余

り
の
時
代
の
隔
た
り
、
領
域
の
変
動
が
あ
る
た
め
、
単
純
な
比
較
は
な
し
が
た
い
が
、
『
元
史
』
巻
五
八
、
地
理
志
に
載
る
済
南
路
の
戸
数
が

六
万
三
千
二
百
八
十
九
戸
（
蟹
頭
の
大
都
路
の
箇
所
の
注
か
ら
、
至
元
七
年
置
＝
一
七
〇
）
の
も
の
ど
考
え
ら
れ
る
）
。
　
一
方
、
同
、
巻
九
五
、
食
貨
志

三
、
歳
晩
に
載
る
カ
チ
ゥ
ン
王
家
へ
の
丙
申
年
（
一
一
一
三
六
）
の
銭
轡
戸
数
は
五
万
五
千
二
百
戸
。
憲
宗
モ
ン
ケ
時
代
に
認
め
ら
れ
た
カ
ダ
ア

ン
（
合
丹
）
大
王
の
「
済
南
の
漏
籍
戸
扁
二
百
戸
も
カ
チ
ウ
ソ
王
家
の
も
の
で
あ
る
。
や
は
り
モ
ン
ケ
時
代
認
定
の
ト
ゥ
ル
イ
の
子
ス
イ
ゲ
ト
ゥ

（
歳
嵜
都
）
の
「
済
南
等
処
五
千
戸
」
は
カ
チ
ウ
ン
王
家
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
。

　
確
か
に
ク
ビ
ラ
イ
政
権
は
漢
人
軍
閥
の
権
限
を
奪
っ
た
。
そ
し
て
、
遷
転
制
に
よ
り
離
着
任
す
る
路
蝋
管
以
下
の
爆
弾
を
通
し
て
行
政
を
行

な
う
体
制
を
作
っ
て
行
っ
た
。
し
か
し
、
従
来
雷
わ
れ
て
き
た
、
李
壇
の
乱
後
の
こ
う
し
た
中
央
集
権
化
は
一
つ
の
側
面
で
あ
り
、
も
う
一
つ

の
側
面
と
し
て
従
来
の
諸
王
家
を
は
じ
め
と
す
る
領
主
側
の
権
益
・
関
与
が
ク
ビ
ラ
イ
政
権
に
よ
り
維
持
さ
れ
た
こ
と
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
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い
か
な
い
。
張
氏
は
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
カ
チ
ウ
ン
王
家
と
の
つ
な
が
り
を
維
持
し
続
け
、
路
の
総
管
職
を
失
っ
た
後
も
済
南
に
居
続
け

る
の
で
あ
る
。

壇の乱後の漢人軍閥（堤）

①
『
元
史
』
巻
胴
、
世
祖
本
紀
、
中
統
二
年
一
〇
月
壬
寅
。

②
　
趙
孟
類
『
松
雪
斎
文
集
』
巻
八
「
大
元
浜
嘉
議
大
央
燕
南
河
北
道
提
刑
按
察
使

　
姜
公
墓
志
銘
」
（
姜
或
の
墓
志
銘
）
。

③
欧
陽
玄
『
圭
斎
文
集
』
巻
＝
「
高
昌
懊
氏
家
伝
」
。

④
益
都
の
戦
後
処
理
の
長
と
な
っ
た
サ
ル
ギ
ス
が
「
山
東
行
省
大
都
督
」
「
益
都

　
行
省
大
都
督
」
と
称
さ
れ
、
ま
た
南
山
の
臨
界
附
落
後
に
マ
ン
グ
グ
イ
、
萢
文
虎

　
を
長
と
す
る
「
両
漸
大
都
督
府
」
を
置
い
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
済
南
の
戦

　
後
処
理
を
行
っ
た
も
の
か
。

⑥
　
環
城
を
攻
繋
対
象
都
市
の
ま
わ
り
に
築
き
、
外
部
と
の
交
通
を
遮
断
す
る
兵
糧

　
責
め
は
、
竃
元
五
年
か
ら
の
嚢
陽
包
囲
が
有
名
だ
が
、
済
南
に
そ
の
前
例
が
あ
る

　
こ
と
が
分
か
る
。

⑥
　
『
御
史
』
嬉
戯
世
祖
本
紀
、
中
鷺
二
年
五
月
丁
亥
の
条
に
、
越
境
交
易
を
厳
し

　
く
禁
じ
、
特
に
馬
を
売
っ
た
者
は
死
罪
と
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
南

　
宋
へ
の
軍
馬
の
流
出
禁
止
は
モ
ン
ゴ
ル
政
権
歴
代
の
懸
案
で
あ
っ
た
。
『
大
元
馬

　
政
記
臨
馬
政
蝋
管
、
至
元
二
年
六
月
条
に
「
已
前
、
恰
輩
皇
帝
（
オ
ゴ
デ
イ
）
・

　
モ
ン
ゲ
　
　
　
　
か
さ
　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
つ

　
蒙
幕
皇
帝
は
累
ね
て
鞍
旨
を
降
だ
し
、
諸
人
に
墨
守
し
て
再
嫁
を
調
て
外
界
に
楡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
い

　
蔑
す
る
を
得
る
無
か
ら
し
む
。
近
年
以
来
、
亦
た
曾
て
禁
治
す
る
に
、
終
是
に
絶

　
え
ず
」
と
あ
る
。

⑦
　
　
『
元
史
』
巻
五
世
祖
本
紀
、
中
統
三
年
一
二
月
癸
亥
・
戊
寅
。

⑧
『
元
史
』
巻
五
世
祖
本
紀
、
中
幅
四
年
正
月
甲
午
・
凝
縮
。

⑨
『
元
史
隔
諸
藩
世
祖
本
紀
、
至
元
元
年
一
二
月
庚
午
。

⑩
　
蟻
聚
路
が
モ
ン
ゴ
ル
政
権
の
有
に
帰
し
た
の
は
、
至
元
一
二
年
の
バ
ヤ
ン
の
第

　
二
回
の
南
征
の
後
で
あ
る
（
『
元
史
』
巻
五
九
、
地
理
志
二
、
河
南
江
北
等
処
行

　
中
書
省
、
准
安
里
；
同
巻
一
二
七
、
伯
顔
伝
、
至
元
一
二
年
九
月
）
。
従
っ
て
、

　
張
邦
憲
の
潅
安
路
総
革
職
は
そ
れ
以
降
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

⑭
　
「
済
南
路
軍
民
万
戸
」
の
称
は
、
『
元
史
軸
簾
五
、
中
門
三
年
二
月
甲
辰
に
見

　
え
る
。
　
鍵
兀
史
』
巻
一
〇
盤
祖
・
本
紀
、
　
至
一
同
一
五
年
六
一
月
丙
害
ハ
に
済
轟
用
府
を
済
｛
閑

　
路
に
昇
格
す
る
記
事
を
載
せ
る
。
巻
五
八
地
理
志
に
、
硬
膜
二
年
の
前
に
済
南
路

　
総
管
府
の
名
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
一
五
年
以
前
か
ら
済
南
路
の
呼
称
が
あ
っ
た

　
こ
と
が
分
か
る
。

⑫
愛
宕
氏
の
挙
げ
て
い
る
の
は
、
万
戸
・
壬
戸
の
軍
宮
の
例
の
み
で
あ
る
。

⑬
『
元
史
』
巻
一
〇
世
祖
本
紀
、
至
元
一
五
年
半
月
乙
丑
の
条
に
は
、
「
済
南
総

　
糊
張
宏
」
が
、
か
つ
て
民
賦
の
代
納
の
た
め
借
用
し
た
銀
の
返
済
を
ク
ビ
ラ
イ
に

　
よ
り
免
除
さ
れ
た
、
と
の
記
事
が
あ
る
。
「
済
南
総
管
」
は
借
用
時
の
も
の
で
あ

　
り
、
至
一
7
5
一
五
年
時
点
に
彼
が
済
南
煙
管
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

⑭
モ
ン
ケ
時
代
の
乙
早
年
（
　
二
五
五
）
か
ら
、
張
氏
魔
下
の
済
南
新
旧
万
戸
の

　
劉
斌
（
一
二
五
九
年
没
）
と
子
の
思
敬
が
那
州
に
駐
屯
し
て
い
た
。
思
惑
は
ク
ビ

　
ラ
イ
政
権
成
立
後
、
侍
境
目
軍
指
揮
使
黄
鎌
柄
の
鷹
下
に
移
っ
た
。
李
環
の
乱
の

　
時
、
城
州
は
い
っ
た
ん
南
宋
の
夏
貴
に
奪
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
オ
ロ
ナ
ウ
ル
部
族

　
の
万
戸
カ
イ
ド
ウ
や
ウ
リ
ャ
ン
カ
ン
部
族
の
都
元
帥
ア
ジ
ュ
ら
に
よ
っ
て
奪
還
と

　
城
郭
の
修
復
が
な
さ
れ
て
い
た
。
張
邦
直
は
そ
れ
に
参
加
し
、
雲
州
に
駐
屯
し
て

　
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑯
　
張
栄
の
墓
碑
残
碑
、
張
慮
の
神
道
碑
が
呉
式
券
『
金
石
無
目
海
雲
』
巻
…
○
之

　
一
、
済
南
府
、
お
よ
び
『
済
南
金
石
志
』
巻
二
、
歴
糞
石
、
に
薯
録
さ
れ
、
張

　
慾
神
道
碑
は
畢
涜
等
『
山
左
金
石
忠
』
巻
二
陽
に
移
録
さ
れ
る
。
張
慮
に
つ
い
て

　
は
、
す
ぐ
後
に
触
れ
る
。
彼
は
致
仕
の
後
、
済
南
に
帰
り
、
至
正
四
年
に
没
し
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た
ひ
子
の
元
輔
ら
に
よ
る
神
道
碑
の
立
碑
は
至
正
一
四
年
。
元
宋
ま
で
、
張
氏
が

　
済
南
に
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、
保
定
の
漢
人
軍
閥
張
氏
も
、
天
暦
の
内
乱

　
の
時
点
ま
で
保
定
に
本
拠
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
張
慾
の
神
道
碑
の
記
事
か
ら
分
か

　
る
。

⑯
「
張
慾
神
道
碑
」
お
よ
び
銭
大
所
『
潜
研
堂
金
石
文
賊
尾
隔
週
二
〇
「
済
南
郡

　
宣
慰
公
張
慾
碑
」
、
同
『
光
史
属
族
蓑
』
（
『
二
十
五
史
補
編
』
所
収
本
、
二
〇
頁
）
。

　
『
憲
台
通
算
』
「
命
頑
閻
為
熟
御
心
史
」
（
元
貞
二
年
二
月
初
五
日
）
に
は
、
ア
ク
タ

　
イ
（
阿
忽
　
）
の
弟
頑
間
を
侍
御
史
と
し
た
こ
と
を
記
す
。
ア
ク
タ
イ
は
テ
ム
ル

　
期
の
左
丞
相
ア
ク
タ
イ
（
阿
忽
台
）
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
の
家
は
エ
ル
ジ
ギ
デ
イ
部

　
族
、
祖
父
は
モ
ン
ケ
朝
の
千
戸
長
モ
ン
ゲ
ト
ゥ
（
忙
怯
禿
）
で
あ
る
。
テ
ム
ル
没

　
後
、
ア
ク
タ
イ
は
ア
ー
ナ
ン
ダ
を
擁
立
し
よ
う
と
し
て
、
後
の
仁
宗
ア
ユ
ル
パ
ル

　
ワ
ダ
に
処
刑
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
鯉
山
の
御
史
中
丞
在
任
も
テ
ム
ル
期
の
こ
と
で

　
あ
ろ
う
。
『
元
史
』
巻
一
＝
、
成
宗
本
紀
、
大
徳
九
年
一
一
月
庚
午
の
条
；
同
巻

　
二
二
、
武
宗
本
紀
、
大
徳
一
一
年
三
月
；
岡
巻
二
四
、
仁
宗
本
紀
、
大
徳
一
一
年

　
三
月
丙
寅
・
戊
辰
。

⑰
　
駐
屯
が
こ
の
時
率
い
た
「
新
軍
」
は
、
旧
李
班
系
の
「
益
都
国
軍
」
か
。
李
理

　
の
乱
以
後
、
南
宋
遠
征
に
か
け
て
の
軍
の
帰
属
変
動
は
激
し
く
、
個
々
の
万
戸
レ

　
ベ
ル
に
な
る
と
そ
の
所
属
軍
の
変
化
は
未
解
明
の
所
が
多
い
。

⑱
　
製
陽
統
軍
司
の
廃
止
は
、
『
勧
懲
』
本
紀
に
は
焦
山
の
戦
直
後
の
至
善
｝
二
年

　
九
月
乙
酉
、
潅
東
揚
州
陥
落
直
後
の
一
三
年
八
月
庚
辰
の
二
箇
所
に
記
さ
れ
る
。

　
異
陽
統
軍
司
は
、
荊
盛
行
枢
密
院
の
前
身
の
ひ
と
つ
河
南
統
軍
司
と
関
係
が
あ
る

　
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
中
統
三
年
一
二
月
丙
辰
の
山
東
・
河
南
統
軍
司
の
設

　
立
（
『
元
史
賑
巻
五
）
に
張
力
の
名
は
見
え
な
い
。

⑲
「
張
宏
行
状
」
。
『
元
史
隔
巻
＝
一
九
、
r
相
威
伝
に
「
（
至
元
＝
今
年
）
秋
、
入

　
槻
し
て
…
…
金
虎
符
．
征
西
都
元
帥
を
授
か
る
。
…
…
時
に
親
王
子
笹
叛
き
、
命

　
ぜ
ら
れ
て
注
総
帥
の
兵
を
領
し
て
以
て
西
土
に
諾
す
。
」
と
あ
る
。
年
代
か
ら
し

　
て
も
ジ
ャ
ラ
イ
ル
園
王
家
の
セ
ン
ウ
と
と
も
に
、
シ
リ
ギ
の
乱
に
伴
う
戦
役
に
出

　
撃
し
た
と
考
え
ら
れ
る
ウ
シ
リ
ギ
は
カ
イ
ド
ウ
と
の
連
携
を
求
め
た
が
失
敗
し
た
σ

　
注
総
帥
は
誰
昌
の
オ
ン
グ
ト
系
の
注
惟
正
か
。
セ
ン
ウ
に
従
軍
し
た
こ
と
が
確
認

　
で
き
る
人
物
に
、
お
そ
ら
く
旧
李
藪
系
の
軍
を
率
い
た
鎮
護
元
帥
監
軍
畜
の
韓
政

　
が
い
る
（
震
檎
『
清
容
居
士
集
』
巻
三
四
「
韓
威
敏
公
家
伝
」
）
。
セ
ン
ウ
は
至
元

　
一
四
年
七
月
に
は
揚
州
に
設
立
さ
れ
た
行
御
史
台
の
御
史
大
夫
と
な
っ
て
い
る
か

　
ら
、
張
元
節
も
済
南
に
帰
還
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
都
元
帥
・
元
帥

　
・
万
戸
は
、
あ
る
時
点
で
の
活
動
地
域
を
冠
し
て
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。
都
元

　
帥
が
元
帥
と
略
称
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

⑳
　
　
『
山
左
金
石
志
』
巻
二
四
「
済
南
郡
公
張
㌶
神
道
碑
」
。
各
類
の
官
歴
を
順
に

　
挙
げ
る
と
、
即
位
前
の
武
宗
カ
イ
シ
㍗
ン
の
ケ
シ
ク
の
質
子
、
知
豊
州
、
知
南
陽

府
、
兵
馬
司
都
指
揮
使
、
彰
徳
下
総
管
、
□
北
大
訪
副
使
、
保
定
路
総
管
、
真
定

　
路
盤
管
、
平
着
路
総
管
、
虫
部
尚
書
、
嶺
北
行
省
参
知
政
事
、
山
東
東
西
道
宣
慰

　
使
で
あ
る
。

⑳
　
『
単
記
』
イ
エ
ス
ゲ
イ
．
バ
バ
…
ド
ゥ
ル
紀
、
カ
チ
ウ
ン
王
家
の
項
の
本
文
で

　
は
、
カ
チ
ゥ
ン
王
家
の
歴
代
当
主
六
人
の
名
を
挙
げ
る
（
｝
円
噛
①
O
騨
）
。
そ
れ
に
付

　
さ
れ
た
系
図
（
｝
月
。
窪
σ
）
お
よ
び
『
五
族
軽
四
（
ω
『
環
．
㊤
σ
㍍
勺
僧
a
α
q
g
P
諺
ω
ζ
・
．

　
月
。
℃
冨
笠
ω
甲
罠
聴
竃
ξ
①
ω
廿
〉
プ
H
5
魯
N
㊤
ω
メ
以
下
ω
勺
。
一
〇
。
。
㊤
～
ざ
心
σ
）
で
は

第
七
代
当
主
エ
ジ
ル
を
加
え
て
七
人
を
縦
に
つ
な
ぐ
〔
①
カ
チ
ウ
ン
　
（
ρ
倒
鴇
謬
）

　
②
ア
ル
チ
グ
イ
・
ノ
ヤ
ン
（
囲
岳
O
繊
2
口
証
コ
）
③
チ
ャ
ク
ラ
Q
ゆ
ρ
口
ざ
）
④
フ

　
ラ
ク
ル
（
d
江
餅
ρ
母
）
⑤
カ
ダ
ア
ン
（
ρ
践
習
）
⑥
シ
ン
ナ
カ
ル
（
ω
言
言
ρ
母
）

　
⑦
エ
ジ
ル
・
ノ
ヤ
ン
（
團
扁
附
一
劉
熱
望
似
昌
）
〕
。
こ
れ
は
、
そ
の
ま
ま
父
子
関
係
を
表
す

　
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
不
自
然
で
あ
る
と
と
も
に
、
『
元
史
』
巻
一
〇

　
七
、
宗
室
世
系
表
、
『
南
村
綴
耕
録
』
巻
一
「
大
元
世
系
」
が
示
す
系
図
と
余
り

　
に
異
な
る
か
ら
で
も
あ
る
。
フ
ラ
ク
ル
に
つ
い
て
は
杉
山
前
掲
「
ク
ビ
ラ
イ
政
権

　
と
東
方
三
王
家
」
二
九
七
頁
以
下
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ま

⑫
　
「
張
宏
行
状
」
。
張
宏
の
子
、
元
節
は
「
国
家
に
大
慶
有
ら
ば
、
恩
を
質
わ
る

　
　
　
し
ょ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も

　
こ
と
、
数
ぱ
諸
王
ら
と
与
に
」
し
た
と
い
う
（
「
張
宏
行
状
」
）
。
こ
の
諸
王
と
は
カ

（854） 18



の乱後の漢人軍閥（堤）

　
ヂ
ゥ
ン
王
家
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑬
諸
王
家
な
ど
の
領
内
の
ダ
ル
ガ
チ
に
関
わ
る
政
策
の
推
移
は
、
思
ぐ
鶴
）
〇
二
四

　
図
＝
島
o
o
洋
－
芝
⑦
。
陰
倉
ミ
◎
」
＜
O
O
卜
」
」
之
需
q
卜
筒
㌧
」
＜
G
㌧
驚
≧
嵐
…
卜
o
q
ミ
箆
匙
ミ
㍗

　
ミ
魯
ミ
馬
§
旨
ミ
馬
ざ
§
蕊
ミ
醤
自
§
9
ヨ
σ
二
£
Φ
（
竃
9
G
o
し
o
P
O
7
β
G
o
Φ
仲
け
ω
）
、

　
一
り
c
o
㊤
．
汗
巴
δ
↓
〉
－
い
α
－
類
¢
㌦
〆
－
O
鵠
馬
一
譲
O
h
¢
δ
〉
℃
℃
§
騨
σ
q
O
ω
参
照
。
但
し
、

　
本
書
の
議
論
は
史
料
・
内
容
上
と
も
詰
め
が
甘
く
、
興
味
深
い
検
討
が
不
十
分
な

　
の
は
惜
し
ま
れ
る
。

⑭
　
　
『
元
史
』
巻
九
一
、
百
官
志
七
、
諸
圏
点
分
室
。

⑳
　
『
元
典
章
』
巻
九
、
吏
縮
瞳
、
投
下
「
投
下
達
裸
花
赤
遷
転
」
。

⑯
　
『
元
史
』
巻
八
二
、
選
挙
志
二
、
鐙
法
上
に
載
る
諸
王
の
分
地
の
官
に
闘
わ
る

　
記
事
の
至
元
一
九
年
目
三
〇
年
の
条
で
、
三
年
に
一
度
の
遷
転
を
命
じ
て
い
る
。

⑳
『
元
史
』
巻
一
二
、
世
祖
本
紀
、
予
想
一
九
年
四
月
壬
寅
。
至
元
二
〇
年
、
監

　
察
御
史
の
提
言
を
受
け
て
御
史
台
・
中
書
省
7
吏
部
の
再
三
の
議
論
の
結
果
、
中

　
猷
目
省
一
の
鵬
し
た
結
論
も
、
州
県
の
ダ
ル
ガ
チ
は
三
年
に
一
度
の
解
…
由
の
受
領
・
遷

　
転
を
行
う
が
、
路
の
ダ
ル
ガ
チ
や
所
領
が
一
箇
所
の
み
の
場
合
は
遷
転
で
き
な
い

　
と
す
る
（
『
元
典
章
』
二
九
、
吏
都
三
、
投
下
「
投
下
達
魯
花
蕊
遷
転
」
）
。

⑯
　
王
揮
『
秋
澗
先
生
大
全
文
集
騙
巻
九
二
。

⑳
王
犀
『
秋
澗
先
生
大
全
文
集
』
付
録
「
大
元
故
翰
林
学
士
…
…
王
公
神
道
碑

　
銘
」
。

⑳
　
楊
某
、
害
愈
栄
（
駅
畳
兀
年
問
、
劉
難
中
「
済
南
…
演
劇
管
府
新
署
伽
記
」
（
『
中
押
集
臨

　
巻
一
一
）
）
、
斡
赤
（
至
元
三
一
年
就
任
、
中
願
大
夫
、
同
上
）
、
差
構
（
成
宗
テ
ム

第
三
章
　
ナ
ヤ
ン
の
乱
後
の
張
氏

　
ル
時
代
、
『
元
史
無
巻
ニ
ハ
四
）
、
田
滋
（
成
宗
の
大
徳
　
○
年
就
任
、
『
元
史
』

　
巻
一
九
一
）
。

⑳
　
　
『
　
旨
旨
』
巻
五
、
幽
丁
統
二
年
一
二
月
丁
巳
。
同
一
蒼
一
穴
一
二
、
本
7
徳
自
伝
。
山
益
衛

　
民
「
元
朝
前
期
的
宜
撫
首
鼠
宜
慰
司
」
『
元
史
諭
叢
』
第
五
輯
、
　
一
九
九
三
年
、

　
五
七
～
五
八
頁
。

⑫
　
　
寮
兀
史
』
巻
山
ハ
世
祖
・
本
紀
、
　
至
一
指
二
年
m
閾
五
日
〃
丁
卯
。

⑳
　
『
元
史
』
巻
一
四
世
祖
本
紀
、
至
元
二
三
年
四
月
庚
子
「
中
書
省
の
臣
…
…
燕

　
南
・
河
東
・
山
東
宣
慰
司
を
立
て
ん
こ
と
を
請
う
。
旨
有
り
て
…
…
其
の
宣
慰
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
ン
ナ
カ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ジ
キ

　
は
請
う
所
の
如
く
す
。
済
南
は
乃
ち
勝
論
合
児
の
分
地
、
太
原
は
乃
ち
阿
只
告
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も

　
分
地
た
り
。
其
れ
各
位
を
し
て
官
一
人
を
委
ね
て
同
に
こ
れ
を
治
せ
し
む
。
」
同

　
一
二
月
丙
午
、
「
燕
南
・
河
東
・
山
東
三
道
宣
慰
司
を
立
つ
。
」

⑧
植
松
正
コ
兀
代
条
画
図
⇔
」
二
藍
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
第
－
部
第
鵬
六
号
、

　
一
九
七
八
年
、
七
六
・
八
七
頁
参
照
。

薗
　
な
お
、
元
代
華
北
の
行
政
区
画
が
、
ク
ビ
ラ
イ
政
権
に
よ
る
、
諸
王
家
の
権
益

　
に
合
わ
せ
て
の
区
画
整
理
で
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
杉
由
正
明
「
八

　
不
沙
大
王
の
令
旨
か
ら
」
（
東
洋
史
研
究
五
二
一
三
、
一
九
九
三
年
）
…
三
三
頁
。

　
カ
チ
ウ
ン
王
家
の
場
合
に
も
そ
れ
が
確
認
で
き
る
。
至
元
二
年
に
行
わ
れ
た
濱
州

　
・
様
州
の
済
南
路
へ
の
併
合
は
、
丙
申
年
に
確
認
さ
れ
た
王
家
の
二
州
と
の
権
益

　
を
、
行
政
区
画
の
上
で
も
一
体
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
『
一
兀
史
』
巻
五
八
、

　
地
理
志
一
、
済
南
路
；
同
巻
六
、
世
祖
本
紀
三
、
至
論
二
年
一
二
月
寒
巳
。
同
巻

　
二
、
太
宗
本
紀
、
八
年
七
月
。

　
ナ
ヤ
ン
の
乱
と
は
、
馬
長
二
四
年
に
オ
ッ
チ
ギ
ン
王
家
の
当
主
ナ
ヤ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
菓
方
三
王
家
が
ク
ビ
ラ
イ
に
対
し
て
起
こ
し
た
反

乱
で
あ
る
。
東
方
三
王
家
は
、
ク
ビ
ラ
イ
政
権
設
立
の
大
き
な
支
持
勢
力
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
反
乱
は
政
権
の
文
字
ど
お
り
屋
台
骨
を
揺
る
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が
す
事
件
で
あ
っ
た
。
ク
ビ
ラ
イ
は
、
も
う
一
つ
の
支
持
勢
力
「
五
投
下
」
と
キ
プ
チ
ャ
ク
・
ア
ス
軍
団
な
ど
に
よ
り
対
応
し
、
自
ら
も
老
齢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
お
し
て
親
征
す
る
。
ナ
ヤ
ン
自
身
は
同
年
六
月
に
ク
ビ
ラ
イ
親
征
軍
と
決
戦
し
て
敗
死
し
た
。
し
か
し
、
カ
チ
ウ
ン
王
家
の
金
家
奴
、
カ
ダ

ァ
ン
の
反
抗
が
続
く
。
最
後
カ
ダ
ア
ン
の
反
乱
行
動
が
や
む
の
は
よ
う
や
く
至
元
二
九
年
に
入
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
カ
チ
ウ
ン
王
家
の
そ

の
後
、
乱
時
の
張
氏
、
乱
後
の
張
氏
と
王
家
の
関
係
の
順
に
考
察
す
る
。

　
こ
の
ナ
ヤ
ン
の
反
乱
の
中
心
勢
力
の
一
つ
で
あ
っ
た
カ
チ
ウ
ン
王
家
は
、
乱
の
結
果
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
至
元
二
四
年
当
時
、
カ
チ
ウ
ソ
王
家
の
当
主
は
第
六
代
の
シ
ン
ナ
カ
ル
（
。
。
ぎ
σ
・
暴
溜
が
勝
陸
士
児
）
で
あ
っ
た
。
『
集
史
』
イ
エ
ス
ゲ
イ
・
バ

ハ
ー
ド
ゥ
ル
紀
の
カ
チ
ウ
ン
の
項
に
は
、
彼
が
ナ
ヤ
ン
の
乱
に
加
担
し
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
記
す
。
「
こ
の
最
後
の
息
子
（
シ
ソ
カ
ナ
ル
）
が
、

オ
ッ
チ
ギ
ン
・
ノ
ヤ
ン
の
ウ
ル
ク
の
ナ
ヤ
〔
ン
〕
や
他
の
王
子
た
ち
と
一
緒
に
団
結
し
て
ク
ビ
ラ
イ
・
カ
ア
ン
に
対
し
て
反
逆
を
た
く
ら
ん
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ク
ビ
ラ
イ
・
ヵ
ア
ン
は
彼
ら
を
ヤ
サ
に
い
た
ら
し
め
（
σ
Φ
嵩
ω
9
1
蜀
ω
黒
鼠
）
、
彼
ら
の
軍
隊
を
分
割
し
た
。
」
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
シ
ン
ナ
カ
ル
は

「
ヤ
サ
に
い
た
ら
し
め
」
ら
れ
た
、
す
な
わ
ち
処
刑
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
漢
文
史
料
で
は
確
認
で
き
な
い
。
た
だ
、
彼
が
当
主
の
座
か
ら

降
ろ
さ
れ
、
新
た
に
エ
ジ
ル
（
国
葛
’
只
只
里
）
が
ク
ビ
ラ
イ
政
権
に
よ
り
第
七
代
の
当
主
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
漢
文
・
ペ
ル
シ
ア
文
双
方
の
記

事
で
確
認
で
き
る
。
『
元
畜
』
に
は
、
巻
一
〇
八
諸
王
表
の
第
三
ラ
ン
ク
の
金
印
駝
紐
の
項
に
「
済
南
王
：
也
七
里
、
至
元
二
十
四
年
封
。
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
た
た

同
巻
一
六
、
世
祖
本
紀
、
高
話
二
七
年
五
月
庚
午
の
条
の
「
復
び
諸
王
也
只
里
の
王
傅
を
置
く
。
至
正
四
品
。
」
と
あ
る
。
　
至
元
二
四
年
は

乱
の
最
中
で
あ
る
が
、
そ
の
段
階
か
ら
ク
ビ
ラ
イ
政
権
は
収
拾
に
乗
り
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
単
寧
』
イ
エ
ス
ゲ
イ
・
バ
ハ
ー
ド
ゥ
ル
紀

第
一
章
に
附
さ
れ
た
系
図
の
エ
ジ
ル
の
所
に
は
「
こ
の
エ
ジ
ル
・
ノ
ヤ
ン
は
ア
ル
チ
ダ
イ
の
ウ
ル
ス
を
有
し
て
お
り
、
カ
ア
ソ
に
服
従
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
」
と
の
注
記
が
あ
る
。
『
五
族
譜
』
に
も
同
様
の
注
記
が
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
ク
ビ
ラ
イ
政
権
は
カ
チ
ゥ
ン
王
家
を
存
続
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
に
引
い
た
『
集
史
』
で
は
、
彼
ら
（
ヵ
チ
ゥ
ン
王
家
）
の
軍

墜
分
割
さ
れ
た
と
あ
り
・
妻
・
一
部
実
行
さ
れ
た
記
讐
あ
軸
・
し
か
し
・
豪
そ
の
も
の
の
消
滅
や
謹
選
行
わ
れ
た
形
跡
は
な
い
・

ク
ビ
ラ
イ
政
権
に
と
っ
て
、
そ
れ
だ
け
こ
の
王
家
の
存
在
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
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ガ
ヂ
ウ
ン
王
家
の
済
甫
の
権
益
も
維
待
さ
れ
て
い
る
。
乱
の
最
中
こ
そ
当
主
シ
ン
ナ
カ
ル
の
任
じ
た
済
南
の
官
が
罷
免
さ
れ
て
い
る
（
『
元

歌
』
巻
一
四
、
世
祖
本
紀
、
至
恩
二
四
年
七
月
癸
丑
）
が
、
次
の
当
主
エ
ジ
ル
に
対
し
て
、
彼
の
部
の
ク
ラ
タ
イ
が
済
南
路
の
帯
解
で
起
こ
し
た
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

件
に
対
す
る
処
断
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
正
宗
カ
イ
シ
ャ
ン
の
即
位
の
際
、
当
主
の
ド
レ
ネ
（
O
曾
8
ρ
朶
列
納
）
は
、
最
高
ラ
ン
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
金
印
獣
紐
の
一
字
王
号
の
「
済
王
」
に
封
じ
ら
れ
た
が
、
彼
の
令
旨
に
よ
り
済
南
路
の
濱
州
ダ
ル
ガ
チ
が
選
ば
れ
て
い
る
記
録
も
あ
る
。
こ

れ
ら
か
ら
す
る
と
、
乱
後
に
済
南
の
カ
チ
ウ
ン
王
家
権
益
に
大
き
な
変
更
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
最
後
ま
で
ク
ビ
ラ
イ
に
対
し
反
乱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

を
続
け
、
敗
死
し
た
可
能
性
が
高
い
カ
ダ
ア
ン
の
系
統
に
し
て
も
『
元
史
』
巻
九
五
、
食
貨
志
、
歳
賜
、
諸
王
：
「
合
丹
大
王
位
」
の
「
済
南

漏
籍
戸
二
百
芦
」
に
延
祐
三
年
の
状
態
が
示
さ
れ
て
い
る
以
上
、
権
益
が
後
継
者
に
引
き
継
が
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　
ナ
ヤ
ン
の
乱
に
参
加
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
カ
チ
ゥ
ン
王
家
は
存
続
し
、
済
南
で
の
権
益
も
保
持
さ
れ
た
。
で
は
、
張
氏
は
こ
の
反
乱
に
ど

う
関
わ
り
、
乱
後
に
ど
う
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
張
宏
は
、
歯
元
＝
二
年
以
後
、
隔
年
で
カ
チ
ゥ
ン
王
家
オ
ル
ド
と
済
南
と
を
往
復
し
、
彼
の
娘
二
人
は
カ
チ
ウ
ン
王
家
の
妃
で
あ
っ
た
。
乱

の
影
響
は
大
き
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
の
時
期
の
彼
に
つ
い
て
、
「
張
宏
行
状
」
は
「
（
至
元
）
二
十
四
年
十
一
月
初
五
日
、
済
南
の
私
讐
の
正
寝
に
て
麗
ず
。
掌
年
五
十
有
九
。
」

と
済
南
で
の
死
去
を
記
す
の
み
で
あ
る
。
乱
の
二
年
前
の
至
一
7
0
二
二
年
一
〇
月
に
は
、
ナ
ヤ
ン
と
シ
ソ
ナ
カ
ル
は
ク
ビ
ラ
イ
の
命
を
無
視
す
る

な
ど
、
反
乱
の
兆
候
を
見
せ
て
い
た
。
先
に
触
れ
た
二
三
年
の
山
東
宣
慰
司
の
済
爾
へ
の
設
置
は
、
ク
ビ
ラ
イ
が
シ
ン
ナ
カ
ル
を
牽
制
す
る
意

味
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
済
南
で
の
聖
堂
を
は
じ
め
雀
蜂
の
動
向
は
分
か
ら
な
い
。
な
に
か
忌
む
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
も
し
れ

　
⑧

な
い
。

　
た
だ
「
張
宏
行
状
」
に
は
張
宏
の
娘
イ
エ
ス
グ
イ
の
、
ナ
ヤ
ン
の
乱
の
際
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
載
せ
る
。

　
　
　
諸
王
ナ
ヤ
ン
が
叛
い
た
時
、
ウ
ナ
ク
チ
（
兀
訥
忽
赤
）
、
金
剛
奴
に
通
謀
し
た
。
イ
エ
ス
グ
イ
は
逆
順
禍
福
を
何
度
も
繰
り
返
し
諭
し
た
が
〔
彼
ら
は
〕

　
　
開
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
か
ら
災
い
の
原
因
（
反
乱
）
に
及
ん
で
、
捕
え
ら
れ
て
天
子
（
ク
ビ
ラ
イ
）
の
お
裁
き
の
場
に
至
り
、
思
し
召
し
が
あ
っ
て
、
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こ
う
詰
問
さ
れ
た
「
お
前
は
ナ
ヤ
ソ
と
と
も
に
乱
を
起
こ
し
、
ま
た
諭
し
て
止
め
た
者
が
い
た
の
に
、
お
前
た
ち
は
そ
れ
を
拒
ん
だ
の
だ
」
と
。
〔
そ
こ

　
　
で
〕
妃
（
イ
・
ス
グ
イ
）
の
述
べ
た
こ
と
を
お
答
え
し
た
・
上
（
ク
ビ
ラ
イ
）
嬉
い
て
言
っ
た
「
そ
れ
は
済
南
の
霜
（
張
蜘
）
の
子
〔
孫
〕
で
は
な

　
　
い
か
。
朕
は
彼
女
が
そ
う
し
た
〔
わ
け
〕
を
知
っ
た
ぞ
」
と
。
命
じ
て
イ
エ
ス
グ
イ
を
軍
中
に
探
さ
せ
て
、
紗
二
千
五
百
繕
を
賜
り
、
済
南
ヘ
ジ
ャ
ム
チ

　
　
で
送
ら
せ
て
養
生
さ
せ
て
、
役
人
に
物
資
を
供
給
さ
せ
た
。

　
イ
エ
ス
グ
イ
は
盛
時
の
当
主
シ
ン
ナ
カ
ル
の
先
代
フ
ラ
ク
ル
の
妃
で
あ
っ
た
。
至
元
二
〇
年
に
は
シ
ン
ナ
カ
ル
の
当
主
在
任
が
確
認
さ
れ
る

　
⑭

か
ら
、
フ
ラ
ク
ル
は
、
ナ
ヤ
ン
の
乱
の
時
に
は
死
去
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
当
事
者
の
記
録
で
あ
る
か
ら
割
り
引
か
ね
ば
な
る
ま
い
が
、
先

代
当
主
の
妃
と
し
て
、
姉
妹
が
妃
で
あ
っ
た
金
剛
奴
が
反
乱
に
加
担
す
る
の
を
防
ご
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
ウ
ナ
ク
チ
に
つ
い
て

は
知
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
乱
後
、
ク
ビ
ラ
イ
に
よ
っ
て
イ
エ
ス
グ
イ
は
紋
張
宏
亡
き
後
の
済
南
に
送
ら
れ
、
そ
こ
で
暮
ら
し
た
。
成
宗
テ
ム
ル

の
初
期
に
、
山
東
廉
訪
司
の
建
言
に
よ
っ
て
紗
二
万
緕
を
下
賜
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
済
南
に
居
続
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
乱
後
の
カ
チ
ウ
ソ
王

家
と
彼
女
と
の
関
係
を
物
語
る
記
録
は
な
い
。

　
で
は
、
張
氏
と
カ
チ
ウ
ン
王
家
と
の
関
係
は
絶
え
て
し
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
否
、
別
の
形
で
存
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
手
が
か
り
と
な

る
の
は
、
つ
ぎ
の
二
つ
の
記
事
で
あ
る
。

　
A
　
（
張
）
元
里
は
、
呉
王
の
教
を
被
り
建
昌
路
達
魯
花
赤
た
り
。
（
「
霊
智
行
状
」
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ン
ロ
　
ル

　
B
公
（
早
寝
）
の
曾
孫
昇
翼
壁
（
ω
営
α
q
ρ
〇
二
）
、
字
は
子
京
、
叔
（
崇
）
の
子
な
り
。
而
後
、
大
宗
た
り
て
今
は
建
昌
郡
候
の
長
、
富
は
宣
武
将
軍
た
り
。

　
　
政
は
慈
恵
を
尚
び
、
（
中
略
）
四
年
た
り
。
廉
勤
は
始
め
の
如
し
。
（
「
世
帯
碑
」
）

　
ま
ず
、
A
か
ら
検
討
し
よ
う
。
書
面
里
は
張
宏
の
子
で
あ
る
。
呉
王
と
は
、
仁
愛
ア
ユ
ル
バ
ル
ワ
ダ
の
皇
慶
元
年
（
＝
二
＝
一
）
に
三
王
ド
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ネ
が
改
封
さ
れ
て
以
来
の
カ
チ
ウ
ン
王
家
当
主
の
王
業
で
あ
る
。
建
昌
路
は
カ
チ
ウ
ン
王
家
の
江
南
で
の
権
益
地
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
元
応
は

カ
チ
ウ
ソ
王
家
当
主
の
命
で
王
家
の
江
南
の
権
益
地
の
ダ
ル
ガ
チ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
兄
、
張
元
節
は
、
当
主
と
し
て
「
済
南

公
」
を
襲
起
し
、
宣
武
将
軍
．
征
百
万
芦
と
な
っ
た
。
ナ
ヤ
ソ
の
乱
後
の
張
氏
は
、
当
主
が
封
書
と
高
階
官
と
万
戸
職
を
襲
い
、
そ
れ
に
次
ぐ
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者
が
建
昌
路
ダ
ル
ガ
チ
と
な
る
体
制
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ク
ビ
ラ
イ
は
灘
南
宋
領
の
支
配
が
安
定
し
だ
し
た
至
尊
一
八
年
か
ら
本
格
的
に
、
諸
王
・
后
妃
公
主
・
勲
臣
に
江
南
の
権
益
を
分
与
し
は
じ

め
た
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
江
南
戸
紗
」
は
、
カ
チ
ウ
ン
王
家
に
も
耳
元
一
八
年
に
建
昌
路
の
六
万
五
千
こ
口
妙
に
し
て
計
二
千
六
百
錠
が
分
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

さ
れ
て
い
る
。
隠
元
二
七
年
の
戸
口
統
計
に
よ
れ
ば
建
千
路
は
九
万
二
千
二
百
二
十
三
戸
、
カ
チ
ウ
ソ
王
家
の
権
益
は
そ
の
七
割
を
占
め
る
。

支
配
の
実
態
は
不
明
の
部
分
が
多
い
が
、
華
北
と
同
様
に
路
や
州
県
の
ダ
ル
ガ
チ
を
も
派
遣
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
権
益
は
単
に
紗
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

授
与
に
留
ま
ら
ず
、
そ
の
地
の
支
配
に
関
与
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
ナ
ヤ
ン
の
乱
後
も
ダ
ル
ガ
チ
の
指
名
を
行
っ
て
い
る
以
上
、

権
益
の
保
持
も
華
北
同
様
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ク
ビ
ラ
イ
・
カ
ア
ン
は
、
嚢
陽
陥
落
後
の
南
宋
征
服
戦
に
東
方
三
王
家
を
始
め
諸
王
を
参
加
さ
せ
な
か
っ
た
。
カ
チ
ゥ
ン
王
家

と
の
関
係
の
深
い
差
響
が
参
戦
し
な
か
っ
た
の
も
、
　
こ
れ
に
関
わ
る
で
あ
ろ
う
つ
諸
王
が
参
加
し
な
い
の
は
、
大
規
模
な
遠
征
で
は
チ
ン
ギ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ス
・
カ
ン
以
来
初
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。
戦
役
へ
の
参
加
が
、
そ
の
後
の
戸
口
分
配
の
前
提
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
以
上
、
南
学
二
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

で
得
た
全
体
か
ら
す
れ
ば
一
部
分
と
は
い
え
、
「
江
南
戸
紗
」
分
与
の
持
つ
意
味
は
大
き
い
。
　
つ
ま
り
、
ク
ビ
ラ
イ
が
李
壇
の
乱
後
も
華
北
の

王
家
の
権
益
を
維
持
・
調
整
し
た
こ
と
と
合
わ
せ
考
え
る
と
、
彼
は
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
以
来
の
、
領
地
の
一
族
分
有
の
体
制
を
否
定
せ
ず
、
江

南
に
ま
で
拡
大
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ソ
コ
　
ル

　
B
の
検
討
に
移
ろ
う
。
昇
和
算
は
張
宏
の
弟
、
崇
の
子
で
あ
り
、
A
の
富
里
か
ら
す
れ
ば
従
兄
弟
に
な
る
。
「
建
昌
民
意
の
長
」
は
建
昌
路

ダ
ル
ガ
チ
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
記
事
で
注
目
さ
れ
る
点
は
三
つ
あ
る
。
一
つ
は
彼
が
「
而
後
、
大
宗
た
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ソ
コ
　
ル

で
あ
る
。
何
ら
か
の
理
由
で
張
宏
の
長
子
、
元
節
の
武
階
官
「
宣
武
将
軍
」
と
次
子
、
元
謀
の
建
昌
路
ダ
ル
ガ
チ
を
昇
和
児
が
継
承
し
た
。
彼

が
張
栄
・
邦
傑
・
宏
の
事
績
を
記
す
「
済
南
公
世
徳
碑
」
の
撰
文
を
依
頼
し
て
い
る
の
は
、
張
宏
の
嫡
統
の
持
っ
て
い
た
武
階
と
ダ
ル
ガ
チ
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ソ
コ
　
ル

継
承
を
記
念
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
撰
者
の
程
愚
夫
は
鉱
油
の
人
、
帰
郷
し
た
際
に
貫
道
児
か
ら
撰
文
を
依
頼
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
た

だ
、
彼
の
「
済
南
公
」
継
承
は
確
認
で
き
な
い
。
先
に
ふ
れ
た
が
、
父
の
「
征
西
万
戸
」
を
継
承
し
た
元
節
の
子
ノ
ガ
イ
（
客
。
ゆ
鼻
那
懐
）
が
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済
南
に
残
ゲ
「
済
南
公
」
を
襲
毒
し
た
可
能
性
が
高
い
。
ノ
ガ
イ
よ
り
一
世
代
上
の
鶏
粋
鼎
が
当
時
一
族
の
長
老
と
し
て
曲
直
を
帯
び
た
も
の

か
。
嫡
統
が
済
南
に
い
て
万
戸
職
を
襲
い
、
そ
れ
に
次
ぐ
者
が
心
添
路
ダ
ル
ガ
チ
と
な
る
体
制
は
続
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
二
つ
め
の
注
主
点
は
彼
が
モ
ン
ゴ
ル
名
を
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
至
元
二
年
に
路
の
グ
ル
ガ
チ
に
は
モ
ン
ゴ
ル
人
を
充
て
る
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
イ
グ
　
ル
　
　
ナ
イ
マ
ン
　
　
タ
ソ
グ
ト

原
則
が
定
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
女
直
・
契
丹
・
漢
人
は
認
め
な
い
も
の
の
、
回
回
・
畏
五
m
児
・
乃
蛮
・
唐
兀
の
ダ
ル
ガ
チ
就
任
が
認
め
ら
れ

⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
シ
ソ
コ
ル

た
。
女
直
・
契
丹
・
漢
人
・
南
人
が
モ
ン
ゴ
ル
名
を
名
乗
っ
て
ダ
ル
ガ
チ
と
な
っ
て
い
る
の
を
摘
発
す
る
事
例
が
見
ら
れ
る
。
蒸
和
児
は
世
代

か
ら
す
る
と
「
元
」
字
を
第
一
字
と
す
る
漢
名
を
持
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
モ
ン
ゴ
ル
名
を
名
乗
っ
た
の
は
、
摘
発
を
免
れ
る
た
め
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
張
氏
が
「
モ
ン
ゴ
ル
化
」
し
た
一
族
で
あ
っ
た
た
め
と
考
え
た
い
。
彼
の
祖
父
邦
傑
は
青
年
期
か
ら
カ
チ
ウ
ン

王
家
の
オ
ル
ド
で
暮
ら
し
、
祖
母
は
モ
ン
ゴ
ル
人
阿
可
亦
真
氏
で
あ
る
。
伯
父
の
張
宏
は
カ
チ
ウ
ン
王
家
の
オ
ル
ド
で
生
ま
れ
、
「
博
く
諸
国

語
に
通
じ
」
た
人
物
で
あ
り
、
そ
の
娘
イ
エ
ス
グ
イ
ら
二
人
は
カ
チ
ウ
ン
王
家
の
妃
で
あ
る
。
元
節
の
子
も
ノ
ガ
イ
な
る
モ
ン
ゴ
ル
名
を
名
乗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

っ
て
い
る
。
叔
父
露
は
亡
妻
カ
イ
シ
ャ
ン
の
ケ
シ
ク
で
「
蒙
古
台
」
と
呼
ば
れ
、
彼
お
よ
び
子
の
面
輔
の
妻
は
と
も
に
モ
ン
ゴ
ル
人
で
あ
る
。

シ
ソ
　
コ
　
ル

昇
亡
児
と
父
の
崇
の
婚
姻
関
係
に
つ
い
て
は
分
か
ら
な
い
が
、
張
氏
は
モ
ン
ゴ
ル
と
の
通
婚
を
重
ね
て
い
た
。
彼
ら
の
自
己
認
識
自
体
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
「
漢
人
扁
で
あ
り
な
が
ら
、
か
つ
支
配
者
側
の
モ
ン
ゴ
ル
で
あ
る
と
い
う
存
在
が
あ
り
え
た
と
考
え
ら

れ
る
。
「
華
化
」
の
逆
の
「
モ
ン
ゴ
ル
化
」
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
三
つ
め
の
注
目
点
は
「
政
は
慈
恵
を
尚
び
、
（
中
略
）
四
年
た
り
。
廉
勤
始
め
の
如
し
。
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ダ
ル
ガ
チ
在
任
が
既
に
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ソ
コ
　
ル

年
に
わ
た
っ
て
い
る
。
諸
王
家
な
ど
の
領
内
の
路
の
ダ
ル
ガ
チ
は
三
年
に
一
度
の
遷
転
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
二
元
里
、
昇
亡
児
の
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

人
に
わ
た
る
長
期
間
の
建
昌
路
ダ
ル
ガ
チ
在
任
の
可
能
性
も
有
り
得
よ
う
。

　
以
上
、
張
氏
と
カ
チ
ウ
ン
王
家
の
つ
な
が
り
は
、
ナ
ヤ
ン
の
乱
後
も
、
新
た
な
形
で
続
い
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

①
　
銚
燧
「
豊
里
泰
安
漫
語
王
神
道
碑
（
平
章
政
享
忙
諸
公
神
道
．
碑
）
」
（
颯
．
山
左
金

　
石
悲
』
巻
二
三
、
『
国
朝
文
類
』
巻
五
九
）
・
嵐
集
「
句
容
郡
王
世
績
碑
偏
（
『
圏
朝

文
類
』
巻
二
山
ハ
）
、
『
一
兀
史
』
轟
苞
　
四
、
世
祖
本
加
㎜
、
　
至
～
兀
一
　
四
十
1
な
．
ζ
，

②
｝
8
8
p
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李壇の乱後の漢人軍閥（堤）

⑧
旨
、
い
勲
∬
o
Q
コ
8
σ
1
ε
、
榊
鉾
本
文
で
は
、
先
代
の
シ
ン
ナ
カ
ル
ま
で
し
か
言

　
及
が
な
い
。

④
　
杉
山
正
闘
、
前
掲
「
八
不
沙
大
王
の
令
旨
よ
り
」
一
二
九
頁
、
注
⑨
参
照
。
『
元

　
史
』
巻
一
七
、
世
祖
本
紀
、
至
当
二
九
年
二
月
乙
亥
。

⑤
『
元
史
』
巻
一
九
、
成
語
本
紀
、
大
徳
元
年
一
二
月
戊
戌
「
諸
王
也
只
中
の
部

　
の
津
島
帯
は
済
南
の
越
河
県
に
お
い
て
謡
扇
を
侵
擾
し
、
禾
稼
を
躁
践
す
。
帝
、

　
命
じ
て
こ
れ
を
費
せ
し
め
、
其
の
部
を
走
帰
せ
し
む
。
帝
日
く
『
彼
は
宗
戚
な

　
り
、
是
の
理
あ
ら
ん
や
。
其
れ
也
只
里
を
し
て
こ
れ
を
罪
せ
し
め
よ
隔
と
。
」

⑥
彼
の
「
済
王
」
号
は
、
華
北
の
領
地
済
南
に
ち
な
む
。
先
の
エ
ジ
ル
が
第
三
ラ

　
ン
ク
の
金
印
駝
紐
の
二
字
王
号
「
済
南
王
」
で
あ
っ
た
の
は
、
ナ
ヤ
ン
の
乱
の
影

　
響
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
ク
ビ
ラ
イ
期
の
当
主
は
正
号
は
な
い
が
「
皇
姪
」
の
家

　
と
し
て
高
く
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
第
一
章
注
⑬
参
照
。
　
鱗
、
元
史
』
巻
二
二
、

　
武
宗
本
紀
、
大
徳
一
一
年
七
月
丁
丑
。
『
元
典
章
』
巻
九
、
声
部
三
、
官
制
三
、

　
投
下
「
有
姓
達
魯
花
赤
革
去
」
（
至
大
匹
年
九
月
）
。

⑦
『
元
史
』
巻
二
〇
成
宗
本
紀
、
大
徳
五
年
七
月
．
届
書
。

⑧
　
こ
の
時
期
、
七
〇
歳
で
引
退
し
た
直
後
の
姜
繊
も
済
南
に
い
た
が
動
向
は
不
明
。

　
彼
は
、
至
元
五
年
に
設
立
さ
れ
た
御
史
台
の
治
三
瀬
御
史
と
な
っ
て
後
、
御
史
台

　
関
係
の
官
職
を
歴
任
し
た
。

⑨
張
栄
が
門
張
相
」
と
称
さ
れ
た
こ
と
は
掲
僕
斯
『
掲
文
安
公
全
集
』
巻
六
「
金

　
紫
光
尊
大
夫
山
東
行
尚
書
省
都
元
帥
…
…
張
出
加
贈
…
…
追
封
済
南
王
…
…
制
」

　
に
見
え
る
。

⑩
『
元
々
』
巻
＝
一
、
世
祖
本
紀
、
至
元
二
〇
年
三
月
丁
巳
。

⑪
第
七
代
当
主
の
エ
ジ
ル
は
、
成
宗
没
後
、
成
宗
皇
后
ブ
ル
ガ
ン
・
ハ
ト
ン
と
安

　
西
王
ア
ー
ナ
ン
ダ
擁
立
を
図
り
、
ア
ユ
ル
バ
ル
ワ
ダ
や
チ
ャ
ガ
タ
イ
玉
家
ト
ラ
等

　
に
打
倒
さ
れ
失
脚
し
た
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
第
八
代
当
喪
と
な
っ
た
の
が
ド
レ
ネ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ボ
　
　
ピ

　
で
あ
る
。
以
後
の
呉
王
は
、
⑨
激
皮
（
泰
定
帝
期
）
、
⑩
木
楠
子
（
文
宗
ト
ク
テ

　
ム
ル
期
）
、
⑪
捌
思
監
（
凶
器
ト
ゴ
ン
テ
ム
ル
期
）
、
⑫
朶
爾
赤
（
三
審
至
正
一
四

　
年
以
降
）
と
継
承
さ
れ
た
（
○
内
教
宇
は
カ
チ
ゥ
ン
王
家
の
当
主
と
し
て
の
代
数
。

　
『
元
史
』
本
紀
、
大
徳
一
一
年
七
年
丁
丑
、
皇
慶
元
年
正
月
戊
午
、
設
定
三
年

　
六
月
戊
戌
、
天
暦
二
年
土
月
癸
卯
・
八
月
癸
丑
、
至
順
元
年
三
月
丁
巳
・
八
月
癸

　
卯
、
後
至
路
ル
ニ
血
⊥
論
ハ
月
丁
令
、
　
至
正
一
門
一
年
六
門
月
｝
内
辰
；
同
轟
嘗
一
〇
七
庸
π
幽
絵
世
’
糸

　
表
、
同
巻
一
〇
八
諸
王
表
、
手
巻
｝
三
九
朶
叢
論
伝
な
ど
に
よ
る
）
。
た
だ
、
こ

　
こ
で
の
賢
愚
は
、
最
後
の
朶
爾
赤
で
な
い
こ
と
が
論
え
る
の
み
で
あ
る
。
朶
爾
赤

　
の
呉
王
襲
封
は
至
正
一
四
年
以
後
で
、
「
張
宏
行
状
」
の
撰
者
張
起
巌
の
没
後
と

　
な
る
。

⑫
嵐
．
元
三
』
巻
九
五
、
食
貨
志
三
、
歳
費
；
岡
巻
六
二
、
地
理
志
五
、
江
西
等
処

　
行
中
書
省
。

⑬
　
県
の
ダ
ル
ガ
チ
の
選
任
の
古
例
は
、
『
元
典
章
』
巻
九
、
吏
都
一
二
、
投
下
、
「
箪
・

　
罷
韓
人
遥
煮
花
赤
」
に
見
ら
れ
る
。
路
の
拠
点
の
南
城
県
の
ダ
ル
ガ
チ
、
バ
ヤ
ン

　
（
伯
顔
）
が
実
は
南
無
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
罷
免
さ
れ
、
そ
の
後
任
の
選
定
を

　
「
本
投
下
」
に
求
め
て
い
る
。
『
元
史
』
巻
～
二
、
世
祖
本
紀
、
至
元
二
〇
年
正

　
月
己
未
お
よ
び
食
貨
憲
、
歳
賜
；
『
国
平
文
類
』
巻
四
〇
、
経
世
大
典
序
録
、
賦

　
典
、
宗
親
歳
賜
に
は
紗
の
授
与
の
原
剣
を
述
べ
る
の
み
で
あ
る
。

⑭
海
老
沢
哲
雄
、
前
掲
「
モ
ン
ゴ
ル
帝
圏
の
東
方
三
王
家
に
関
す
る
諸
問
題
」
三

　
三
、
四
五
頁
参
照
。

⑮
　

『
豊
楽
』
食
貨
憲
、
歳
賜
に
載
る
「
江
南
戸
紗
」
の
戸
数
総
計
は
一
八
八
七
〇

　
一
六
戸
。
江
断
．
江
西
・
尊
影
三
省
の
戸
数
合
計
が
一
一
三
三
三
九
六
五
戸
。
前

　
者
の
合
計
と
の
比
率
は
一
六
パ
…
セ
ン
ト
強
と
な
る
。
「
江
南
戸
妙
」
の
分
与
が

　
至
元
一
三
年
（
一
二
七
六
）
か
ら
宗
室
元
年
（
＝
二
二
四
）
に
及
ぶ
た
め
、
大
ま

　
か
な
比
較
に
過
ぎ
な
い
。

⑯
『
元
史
』
巻
六
、
世
祖
本
紀
、
鼻
元
二
年
二
月
甲
子
。
『
元
史
』
巻
八
二
、
選

　
以
孚
士
心
置
、
訓
賄
王
分
地
、
　
雫
訟
一
兀
｛
ハ
年
。

⑰
　
　
『
元
史
臨
巻
八
二
、
選
挙
志
二
、
諸
王
分
地
、
単
元
六
年
。
『
元
典
章
』
巻
九
、

　
吏
都
三
、
投
下
の
「
投
下
達
魯
花
赤
」
「
革
罷
南
人
達
魯
花
赤
」
「
有
姓
達
魯
花
赤
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革
去
」
「
有
姓
達
魯
花
赤
追
奪
不
叙
」
の
各
事
例
。

⑱
声
望
等
『
山
峰
金
石
志
』
巻
二
四
「
済
南
郡
公
張
慾
神
道
碑
」
。
呉
寛
等
『
（
正

　
徳
）
姑
薄
志
』
巻
三
、
古
今
守
令
表
に
、
簗
順
三
年
越
任
の
気
管
と
し
て
彼
の
名

　
が
見
え
る
（
「
張
忙
贈
物
」
と
名
の
下
半
は
墨
釘
に
な
っ
て
い
る
）
。
ケ
シ
ク
か
ら

　
離
れ
た
後
も
マ
ン
グ
ダ
イ
の
名
を
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

⑲
　
呉
澄
『
臨
川
呉
文
正
公
論
』
巻
添
〇
「
建
影
響
翻
学
記
」
に
は
、
「
今
天
子
（
文

　
宗
ト
ク
テ
ム
ル
）
の
御
極
の
初
め
」
に
江
漸
行
中
書
省
霧
中
（
従
五
品
）
で
あ
っ

　
た
サ
ト
ミ
シ
ュ
（
薩
徳
弥
実
）
が
抜
擢
さ
れ
て
「
建
昌
王
侯
」
と
な
っ
た
こ
と
が

　
見
え
る
。
こ
れ
が
ダ
ル
ガ
チ
を
指
す
な
ら
ば
、
張
氏
｝
族
の
み
が
建
昌
路
ダ
ル
ガ

　
チ
で
あ
り
続
け
た
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
以
上
三
章
に
わ
た
り
検
討
し
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
次
の
様
に
な
ろ
う
。

　
李
壇
の
乱
後
、
張
氏
は
済
南
で
の
総
下
職
を
失
い
、
一
方
ク
ビ
ラ
イ
政
権
は
総
管
以
下
の
官
を
送
り
込
ん
だ
。
こ
れ
は
ク
ビ
ラ
イ
政
権
の
中

央
集
権
化
を
め
ざ
す
動
き
と
見
て
よ
い
。
従
来
言
わ
れ
た
李
壇
の
乱
を
境
と
す
る
、
漢
人
軍
閥
に
よ
る
統
治
か
ら
中
央
政
権
に
よ
る
統
治
へ
の

変
化
は
、
張
氏
の
済
南
で
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
雨
後
も
変
化
し
な
か
っ
た
部
分
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
済
南
に
権
益
を
持
つ
ヵ

チ
ウ
ン
王
家
と
の
結
び
つ
き
で
あ
る
。
王
家
と
の
結
び
つ
き
は
、
モ
ン
ゴ
ル
帰
順
の
時
に
始
ま
り
、
形
態
こ
そ
違
え
、
李
壇
の
乱
後
も
ナ
ヤ
ン

の
乱
後
も
継
続
し
た
。
張
氏
は
王
家
の
モ
ン
ゴ
リ
ア
の
オ
ル
ド
・
華
北
の
済
南
・
江
南
の
建
昌
に
関
係
し
た
。
こ
れ
は
、
南
宋
併
合
以
後
の
モ

ン
ゴ
ル
政
権
の
、
モ
ン
ゴ
リ
ア
・
華
北
・
江
南
に
ま
た
が
る
支
配
構
造
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
張
氏
は
王
家
の
支
配
に
寄
り
添
う
形
で
存

続
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
張
民
が
江
南
の
建
呂
路
の
ダ
ル
ガ
チ
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
は
、
華
北
の
肉
入
が
江
南
に
支
配
者
と
し
て
臨
む
支
配

　
　
　
　
　
　
　
　
①

構
造
も
読
み
取
れ
る
。

　
も
う
ひ
と
つ
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
カ
チ
ウ
ン
王
家
の
オ
ル
ド
で
生
ま
れ
育
っ
た
張
馬
を
は
じ
め
、
モ
ン
ゴ
ル
人
と

の
通
婚
を
重
ね
た
張
裏
は
漢
人
で
あ
る
と
同
時
に
、
モ
ン
ゴ
ル
名
を
持
ち
ダ
ル
ガ
チ
に
な
る
な
ど
、
支
配
者
側
の
モ
ン
ゴ
ル
で
も
あ
る
存
在
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
従
来
、
非
漢
族
の
中
国
文
化
受
容
「
華
商
」
の
み
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
モ
ン
ゴ
ル
支
配
時

代
の
、
多
民
族
・
多
言
語
・
多
宗
教
の
中
国
社
会
に
お
い
て
、
文
化
の
影
響
は
双
方
向
的
な
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
「
驚
喜
」
の
逆
の



李壇の乱後の漢人軍閥（堤）

「
モ
ン
ゴ
ル
化
」
の
実
例
と
し
て
、
彼
ら
の
使
用
言
語
、
習
慣
は
興
味
深
い
。

　
張
氏
の
事
例
か
ら
み
た
、
ク
ビ
ラ
イ
以
後
の
モ
ン
ゴ
ル
政
権
の
中
国
支
配
の
特
徴
は
ど
う
か
。
ク
ビ
ラ
イ
は
総
管
府
を
は
じ
め
中
国
的
統
治

機
構
を
通
じ
て
権
力
集
中
を
は
か
り
つ
つ
も
、
華
北
・
江
南
に
お
け
る
権
益
地
で
の
諸
王
家
た
ち
の
ダ
ル
ガ
チ
選
定
を
認
め
、
権
益
を
保
持
し

た
。　

諸
王
た
ち
の
権
益
地
に
お
け
る
ダ
ル
ガ
チ
選
定
の
持
つ
重
要
性
は
、
当
時
の
為
政
者
た
ち
も
よ
く
自
覚
し
て
い
た
。
仁
慈
ア
ユ
ル
バ
ル
ワ
ダ

の
延
祐
四
年
に
監
察
御
史
が
御
史
台
に
建
言
し
た
文
書
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
各
投
下
の
ダ
ル
ガ
チ
と
は
、
太
祖
皇
帝
が
初
め
て
北
方
に
起

こ
っ
た
時
に
兄
弟
た
ち
が
相
談
し
て
、
『
天
下
を
取
っ
た
ら
各
々
に
領
土
（
地
土
）
を
分
け
て
共
に
富
貴
を
享
受
し
よ
う
』
と
言
っ
て
、
〔
そ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

受
け
て
〕
世
祖
皇
帝
が
即
位
し
て
以
来
、
き
ま
り
（
法
度
）
を
作
り
諸
王
に
ま
ち
（
城
子
）
を
分
け
て
、
彼
ら
に
各
自
ダ
ル
ガ
チ
を
任
命
（
委
付
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

さ
せ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
長
年
行
わ
れ
て
き
た
の
だ
。
」
（
『
元
典
章
』
巻
九
、
吏
部
三
、
投
下
、
「
投
下
の
達
魯
花
苔
を
改
正
す
」
）
。

　
こ
の
記
事
か
ら
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
諸
王
の
権
益
は
、
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
以
来
の
モ
ン
ゴ
ル
の
一
族
分
封
の
原
理
に
基
づ

く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ク
ビ
ラ
イ
に
よ
る
中
央
集
権
化
の
後
も
、
諸
王
た
ち
の
権
益
は
華
北
で
維
持
、
江
南
へ
は
拡
大
さ
れ
た
。
と
す
る
と
、

ク
ビ
ラ
イ
以
後
の
モ
ン
ゴ
ル
政
権
の
中
国
支
配
は
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ソ
以
来
の
モ
ン
ゴ
ル
の
一
族
分
封
の
原
理
に
基
づ
く
部
分
と
、
「
中
華
王
朝
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

的
集
権
国
家
と
い
う
二
重
の
構
造
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
従
来
の
ク
ビ
ラ
イ
政
権
に
対
す
る
理
解
は
、
モ
ン
ゴ
ル
の
一
族
分
封
の
構
造
の

持
続
を
無
視
し
た
点
で
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ク
ビ
ラ
イ
政
権
に
よ
る
「
大
元
」
は
、
モ
ン
ゴ
ル
と
中
国
の
二
つ
の
政
治
文
化
を
統
合
し

て
作
り
上
げ
ら
れ
た
新
し
い
形
態
の
国
家
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
も
、
ク
ビ
ラ
イ
政
権
は
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
史
の
中
で
一
時
代
を

画
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
本
稿
で
は
、
済
糊
張
氏
と
カ
チ
ウ
ン
王
家
と
の
関
係
を
通
し
て
、
モ
ン
ゴ
ル
政
権
の
中
国
統
治
の
特
徴
を
見
て
き
た
。
他
の
漢
人
軍
閥
の
事

例
か
ら
は
何
が
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
か
。
各
軍
閥
の
ク
ビ
ラ
イ
政
権
以
降
の
動
向
は
様
々
で
あ
る
。
益
都
の
李
壇
の
如
く
反
乱
滅
亡
の
後
、

庭
下
が
虫
拳
遠
征
や
大
都
周
辺
の
部
隊
に
転
用
さ
れ
た
者
、
東
平
の
厳
氏
の
如
く
内
部
分
裂
を
き
っ
か
け
に
解
体
さ
れ
た
者
、
真
定
史
氏
・
保
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富
岳
氏
の
如
く
、
南
面
遠
征
の
前
線
に
立
ち
、
後
に
江
南
・
血
紅
で
の
高
上
と
な
っ
た
者
、
劉
伯
林
の
子
孫
の
如
く
隣
西
四
川
に
活
動
の
範
囲

を
持
つ
者
な
ど
が
あ
り
、
急
な
総
合
化
は
は
か
り
が
た
い
。
各
々
の
根
拠
地
に
権
益
を
持
つ
諸
王
侯
と
の
関
係
に
し
て
も
、
李
壇
と
オ
ッ
チ
ギ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ン
王
家
の
姻
戚
関
係
が
指
摘
さ
れ
、
真
定
島
破
と
ト
ゥ
ル
イ
家
と
の
関
係
が
推
測
さ
れ
て
い
る
ほ
か
は
未
解
明
で
あ
る
。
今
後
も
個
別
事
例
か

ら
の
具
体
像
を
蓄
積
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
体
像
の
構
築
を
め
ざ
し
た
い
。

　
な
お
、
付
言
す
る
と
、
こ
う
し
た
基
礎
作
業
は
、
当
時
の
歴
史
状
況
を
把
握
す
る
上
で
最
も
緊
急
で
あ
る
と
と
も
に
、
モ
ン
ゴ
ル
と
中
国
と

い
う
文
化
体
系
を
異
に
す
る
二
つ
の
社
会
が
、
長
期
間
に
わ
た
り
同
居
し
た
状
態
に
い
た
と
き
に
、
ど
の
よ
う
な
変
化
を
ひ
き
お
こ
す
か
と
い

う
問
題
に
つ
い
て
も
探
求
す
る
可
能
性
を
き
り
拓
く
。
文
化
摩
擦
な
る
言
葉
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
、
深
刻
か
つ
永
続
す
る
ア
ス
ペ
ク
ト
が

現
時
点
で
も
十
分
想
定
さ
れ
る
。
今
後
、
そ
う
し
た
広
い
意
味
で
の
歴
史
文
化
現
象
に
も
臼
を
向
け
て
、
研
究
の
視
野
と
枠
組
み
を
拡
げ
て
い

け
ば
、
よ
り
実
り
豊
か
な
成
果
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
あ
わ
せ
て
課
題
と
し
た
い
。
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①
ク
ビ
ラ
イ
政
権
以
降
の
東
方
で
の
モ
ソ
．
コ
ル
の
支
配
構
造
が
モ
ン
ゴ
リ
ア
、
華

　
北
、
江
南
の
三
つ
の
華
分
を
た
ば
ね
る
形
を
と
っ
て
い
た
こ
と
は
、
杉
由
正
明
、

　
前
掲
「
八
不
沙
大
王
の
令
雷
よ
り
」
一
〇
六
頁
参
照
。
ま
た
、
ク
ビ
ラ
イ
政
権
以

　
降
の
中
岡
支
配
の
重
織
構
造
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
元
代
華
北
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
団

　
長
の
家
系
」
（
史
林
七
五
－
三
、
　
一
九
九
二
年
）
六
六
頁
参
照
。
そ
こ
で
は
、
王

　
族
や
有
力
部
族
長
、
蘇
北
の
モ
ン
ゴ
ル
軍
団
長
、
華
北
の
漢
人
軍
団
の
長
、
旧
南

　
宋
軍
団
の
長
に
注
目
し
て
四
層
を
想
定
し
た
。

②
　
こ
こ
で
の
「
委
付
」
は
譜
、
ソ
ゴ
ル
語
三
ω
7
（
委
ね
る
、
任
命
す
る
、
委
任
す

　
る
）
の
訳
語
と
考
え
ら
れ
る
。
中
央
政
権
に
よ
る
儀
命
よ
り
、
諸
王
ら
の
側
に
よ

　
る
選
定
が
実
質
的
な
意
味
を
持
つ
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
か
。
中
村
淳
・
松
州
節
「
新

　
発
現
の
蒙
漢
合
壁
少
林
寺
聖
旨
碑
」
（
内
陸
ア
ジ
ア
言
語
の
研
究
顎
、
　
一
九
九
三

　
年
）
、
第
二
紬
歓
モ
ン
ゴ
ル
文
～
二
〇
∴
二
四
行
、
嚇
撰
文
二
一
二
，
二
六
行
；
お
よ
び
『
一
兀

　
朝
秘
史
』
中
の
仲
霧
や
と
傍
訳
門
委
付
」
の
対
応
参
照
。

⑧
こ
の
記
事
は
、
糠
蝦
ア
ユ
ル
パ
ル
ワ
ダ
時
代
の
中
書
右
丞
相
テ
ム
デ
ル
が
、
諸

　
王
た
ち
の
選
定
し
た
人
間
を
副
グ
ル
ガ
チ
と
し
、
中
央
政
権
の
ヶ
シ
ク
か
ら
派
遣

　
し
た
人
闘
を
ダ
ル
ガ
チ
と
し
て
そ
の
上
に
置
い
た
政
策
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

　
延
祐
二
年
四
月
に
命
じ
ら
れ
た
が
、
二
年
後
に
晋
王
イ
ェ
ス
ン
テ
ム
ル
（
後
の
泰

　
定
帝
）
と
カ
チ
ゥ
ン
王
家
の
ド
レ
ネ
の
反
対
で
、
旧
制
に
戻
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ

　
た
。
『
元
史
』
巻
二
五
、
仁
宗
本
紀
、
延
祐
一
一
年
四
月
辛
丑
、
同
巻
二
六
、
延
祐

　
四
年
六
月
丙
辰
。
『
元
典
章
』
扇
合
、
吏
部
三
、
投
下
「
設
副
捧
魯
花
赤
」
、
「
改

　
正
達
魯
花
赤
」
参
照
。

④
「
元
朝
」
の
中
国
支
配
に
お
け
る
二
重
性
は
、
岩
村
忍
氏
に
よ
り
「
中
央
集
権

　
捌
と
部
族
的
封
建
鰯
と
の
妥
協
」
　
「
封
建
的
漢
人
雌
蘂
…
…
の
代
り
に
出
現
し
た

　
も
の
は
中
央
集
権
的
郡
県
制
で
な
く
…
…
投
下
と
中
興
的
郡
県
荊
の
混
合
形
態
に

　
外
な
ら
な
か
（
、
た
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
岩
村
忍
「
五
戸
糸
と
完
朝
の
地
方
舗

　
度
」
（
富
念
力
脚
†
報
｛
泉
脚
W
ゴ
蟹
一
、
　
～
九
六
エ
年
）
　
一
二
四
・
　
一
一
一
瓢
甲
骨
出
馬
聖
職
｛
。
　
た
だ



し
、
氏
は
、
旧
爾
宋
領
に
お
い
て
は
、
華
北
と
異
な
り
諸
王
た
ち
の
潅
隈
は
名
目

的
な
も
の
で
、
中
心
的
郡
県
制
が
実
現
し
た
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
諸
王
家

な
ど
の
権
益
地
の
量
的
比
率
こ
そ
低
い
が
、
ダ
ル
ガ
チ
の
選
定
な
ど
の
権
限
は
華

北
と
の
差
異
は
な
く
、
二
重
性
は
江
粛
に
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
「
中
華
王
朝
的
」
と
さ
れ
る
部
分
に
お
い
て
、
チ
ソ
ギ
ス
・
カ
ン

以
来
の
モ
ン
ゴ
ル
の
衝
統
が
続
い
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
部
分
に
お
い
て
も
エ
咳
払
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
巾
書

　
省
・
枢
密
院
・
御
史
台
と
い
っ
た
窟
庁
の
首
脳
は
、
モ
ン
ゴ
ル
有
力
部
族
の
出
身

　
で
あ
り
、
行
政
・
軍
事
・
監
察
の
枠
を
越
え
て
活
動
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

⑥
周
良
署
、
前
掲
「
李
薮
之
乱
臣
元
初
政
治
」
六
～
七
頁
。
杉
山
正
明
、
前
掲

　
「
ク
ビ
ラ
イ
政
権
と
東
方
三
王
家
」
二
九
〇
～
二
九
一
頁
。
野
沢
佳
美
、
前
掲

　
「
モ
ン
ゴ
ル
太
宗
定
宗
期
に
お
け
る
史
天
沢
の
動
向
」
五
三
頁
以
下
。
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京
都
大
学
研
修
員
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Han　Chinese　Warlords（軍閥）玉n．the　Aftermath　of

　　　　　　　the　Li　Tan（李壇）Rebellion　of　1262

　　　　　The　Case　of　the　Zhang（張）Family　of∫inan（済南）．

by

TsuTsuMi　Kazuaki

　　Until　noW，．it　has、　been　generally・assumed　that圭n　the　aftermath　of　the

Li　Tan　rebellion，　the　Yuan　dynasty　abandoned圭ts　policy　of　indirectly

goveming　China．through．Han　Chinese．．warlords　in　favor　of　centraized

rule；，．This　paper　presents　an　analysis・　of：the　relationship　between　the

Zhang，　a　Han．Chinese　warlord　family　and．　the　royal　Qa6i’un　fanlily　whi一

、ch　ruled　Jinan．　Its　conclusions，．in　brief，　are　as　follows．

　　（1）　Zhang　Rong（張栄）．surrendered．to　A16idai，　of　the　Qa6i’un　faMily，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ
and　lord　of　Jinan　in．Shandong（山東）1ate　in　the　reign．of　Cinggis　Qan．

After　Zhang　Rong’s　surrender，　the　Zhang．govemed　Jinan．

　　（2）　After　the　Li　Tan　rebe1工ion，　Qubilai　Qa’an　relieved　the　Zhang　of

their　post　as　governer．　of　Jinan，　and　instead（至ispatched　central　of丑cials．

The　Zhang　continued　t6　reside圭n　Jinan，　and　intermarry　with．the

Qaこi’un．　　　・　；．．・

　　（3）．After．the　Nayan　，tebellion（1287一ユ291），　the．Qa6i’un　continued　to

rule　the　province　of　Jinan，．　and　Jianchang　（昌昌）　in・．Jiangxi　（江西）．

The　relationship　between　the　Zhang　and　Qa6i’un　families　continued，．as

they　were・apPoin．ted　daruγaci　of　Jianchang．by　the　Qa6i’un．．

　　（4）　Although　Qubilai．．．．Qa’an．has　been　thought　to　have　expanded　the

：powers．　cf　the　centralized　imperial　state　iin　the　aftermath　of．the　Li　Tan

rebellion，　it　should　instead．be　clear．that　even　after　Qubilai　Qa’an’s

reign，　the　land　holdings　of　royal　families．and　noted．　retainers　from　the

　　　　　　　ソtime．of　Cinggis．・Qan　wefe　l　maintained．，　Indeed，　after　Qubilai’s　conquest

of　scuthem　China．．（the　south6rn．．　Song），．some　of．the　newly　occupied

．areas　were　granted　to　theSe．．families．．1　．　Yuan．rule　is　best　c｝1aractehzed

by　two　systems：one　of　centralized　Chinese　bureaucratic　rule，　and　one
　　　　　　　　　　
of　a　post・Cinggis　Qan　type　of　Mongoliall　feudalism．　Not　only　did　the

Yuall　dynasty　possess　Chinese　characteristics，　but　Mongol　ones　as　well．
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